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要旨 

⽇本では、⽇本三景、近江⼋景、諸国名所百景のように、「同類のものをいくつかまと

め、上にある数をつけて、特定の内容をさす⾔い⽅」（⽇本国語⼤辞典）である名数を冠

して名所を⽰してきた歴史がある。 

 ⻄⽥(2007)によると元々、⾵景の定数化とは、⾵景の威厳付けであり、⾵景の単純明快

な解りやすさを与えるものであった。⾵景の定数化は、古くから地域の特性を浮きあがら

せ、広く普及する有効な⼿段であった。現代においては、⾵景の選定は様々な⽬的でなさ

れているが、観光地づくりにとても⼤きく付与してきた。1990 年代以降、環境の視点、景

観の視点が⾊濃くあらわれ、観光の視点は後退している。また、柴⽥（1998）によると、

市⺠が⾵景の共有をすることを⽬的として、全国で市⺠公募による百選の選定が多数⾏わ

れているが、ほとんどが⼀過性なものに陥ってしまっていると述べている。 

 そこで、本研究ではまとまった研究のされていない 1945 年以降に選定された百選の選

定後の活⽤に着⽬し、過去に選定された百選について選定⽬的の変遷と選定後の活⽤実態

を明らかにする。また、募集から選定までの⼀連の流れを対象とし、観光のコンテンツと

して活⽤するための仕組みを意図した百選の募集⽅法について実際の選定事業の中で実証

実験として試⾏した。 

 本研究は、全 5 章で構成される。第 1 章では、上述のとおり、研究の背景と⽬的、既往

研究の整理と論⽂の構成、調査⽅法を記した。 

 第 2 章では、過去に選定された百選の選定⽬的の変遷に着⽬し、その選定⽬的の趣旨と

選定対象となる景観の特徴を把握した。 

 調査の⽅法は、景観に関する⽂献、論⽂のレビューとインターネット検索により、1945

年以降に発表された、〇〇百選、〇〇百景など、名数がつけられたもので、⾵景に関する

選定を⾏う百選を抽出し、96 個を対象として分析した。 

 その結果、1945 年当初は百選の伝統的な役割をふまえた、観光を意識した総合的なもの

だったが、1980 年以降は環境保全や⽂化資産などの保全のための啓蒙、周知を意図して実

施されていることがわかった。また、対象とする景観を種別にみていくと、1980 年代には

⾃然景、⽂化的景観、建築・⼟⽊構造物が出現し、1990 年代には伝統遺産が出現してい

る。また、2003 年の景観法施⾏以降、景観の捉え⽅が⼈々の営み等を含んだ幅広い捉え⽅

へと変化していると考えられる。総合的な（特に景観を区別しない）景観の選定が全くさ

れていないというわけではないが、選定⽬的の変遷に伴い、対象とする景観も保全を意図

したものが⾊濃くなっていることがわかった。ただし、観光の視点が後退していると断⾔

できないため、次章にて選定後の活⽤についてみていく。 
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 第 3 章では、百選の募集、選定、選定後の活⽤に着⽬する。そこで、２章で対象とした

百選のうち、応募要項等のデータが残っていると考えられる、10 年以内に選定された 31

個の百選を対象とし、選定後の活⽤について、その実態と課題について調べた。 

 その結果、活⽤されている百選の活⽤⽅法としてはマップ等の作成が多く、選定⽬的は

環境保全や⽂化資産などの保全のための啓蒙、周知と変化しているが、観光の視点が完全

になくなったわけではないということがわかった。また、募集要項に景観を選んだ思いや

エピソードを記⼊する欄があるものや、選定時に区分けして選定されたものを、募集・選

定において⼯夫しているとし、31 個のうち 14 個を抽出した。そのうち、12 個が実際に活

⽤まで⾄っていることがわかった。したがって、“選定して終わり”にならないためには、

選定後に活⽤を考えるのではなく、募集や選定の段階で何らかの⼯夫をすることが重要で

あるということが考察できる。 

 さらに、募集かつ選定時に⼯夫し、実際にマップの作成やツアーの実施等、活⽤されて

いる百選は 3 つあった。本研究では募集から選定までの⼀連の流れを対象とするため、こ

の 3 つに着⽬した。その中で、当時の担当者と連絡を取ることができた神奈川県藤沢市と

栃⽊県⽇光市に半構造化インタビューを⾏った。 

 その結果、選んだ場所を訪れてもらうためには、⾵景だけではなく、その場所への思い

や体験等のストーリー性が必要だという課題と、シティプロモーションへの活⽤の可能性

が明らかになった。 

 しかし、過去にこのような百選は選定されておらず検証が難しい。そこで、第４章で

は、景観法施⾏前の平成 13 年に⼋王⼦⼋⼗⼋景を選定している⼋王⼦市にて、市制 100

周年を記念して新たに選定されることとなった⼋王⼦景観 100 選を研究対象とする。研究

⽅法は、百選の募集から選定までの⼀連の流れを対象とし、観光のコンテンツとして百選

と上⼿く連動させるための仕組みについて、実際の 100 選事業として実施された⼋王⼦景

観 100 選に実証実験として組み込んだ。本研究ではこの⼀連の流れを活⽤戦略モデルとす

る。新たに選定する 100 選では、⼋⼗⼋景との違いを出すために応募⽅式に⼯夫が必要で

あり、募集要項に近年の新しい景観概念であるシークエンス景、⽣活景や⼋王⼦の代表的

な景観を⼋王⼦景と名付け、それぞれ応募を誘導する例⽰を⽰した。例⽰を⽰すことで、

景観の名称や景観を選んだ理由にストーリー性を含んだ応募が⾏われることを意図した。

例⽰の効果は⼋王⼦⼋⼗⼋景と⽐較することで検証した。また、応募コメントから⼋王⼦

景、シークエンス景、⽣活景を意識しているものや季節や時間を含むものを抽出した。 

 その結果、⼋⼗⼋景で選定された場所のうち、今回応募のあった場所は 14 ヶ所であ

り、⼋⼗⼋景にはない多くの景観が集まった。また、⼋⼗⼋景ではほとんどが視対象だ

が、100 選では“〇〇からの眺め”のように視点場も多く募集があった。さらに、応募コメ
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ントで例⽰を意識していると考えられるものが半数以上抽出できたことから、活⽤戦略モ

デルを元に募集を⾏った効果があることがわかった。 

 第５章では、総括として活⽤するための選定プロセスの可能性と課題を考察した。 
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第 1 章：序論 

1-1 研究の背景 
 「定数で名所を⽰すことは、⽇本三景、近江⼋景、諸国名所百景など広く知られてき

た。「百景」は、「多くの景⾊。種々の変化に富んだ景⾊。また、すぐれているとして選

ばれた百の⾵景」（同）であるが、近年では「すぐれた物・事柄・場所などを百選ぶこ

と。また、その選ばれたもの」（同）として、百景も含み、○○百選（以下百選）という

ものが多数存在し、様々な対象を選定している（伊藤 2014）。 

 元々、⾵景の定数化とは、⾵景の威厳付けであり、⾵景の単純明快な解りやすさを与え

るものであった。⾵景の定数化は、古くから地域の特性を浮きあがらせ、広く普及する有

効な⼿段であった。現代においては、⾵景の選定は様々な⽬的でなされているが、観光地

づくりにとても⼤きく付与してきた。1990 年代以降、環境の視点、景観の視点が⾊濃くあ

らわれ、観光の視点は後退している（⻄⽥ 2007）。 

 ⼀⽅、柴⽥（1998）によると、市⺠が⾵景の共有をすることを⽬的として、全国で市⺠

公募による百選の選定が多数⾏われているが、ほとんどが⼀過性なものに陥ってしまって

いると述べている。 

 また、周年記念事業の⼀環や景観法の施⾏をきっかけとして選定された百選が多数あ

る。これらも⼀時的なイベントとしては盛り上がりを⾒せているが、選定後の活⽤に⼒を

⼊れている事例は少なく、“選定して終わり”になっているものがほとんどであり、⼀種の

まとめのようになってしまっている。百選の選定には選定委員会のメンバーだけではな

く、⼀般市⺠等多くの⼈が関わっているため、選定後も多くの⼈に親しまれるべきだと考

える。そこで、これから選定される百選において、活⽤していくための仕組みについて検

討する。 
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1-2 研究の⽬的 
 前節のような研究背景を踏まえ、本研究ではまだ既往研究でまとまった整理のされてい

ない 1945 年以降に選定された百選の特徴を明らかにし、景観百選選定後の観光等への活

⽤実態と活⽤促進⽅法について検討する。 

具体的には、以下の 3 点に着⽬する。 

 

1） 過去に選定された百選について選定⽬的の変遷と選定対象となる景観の特徴を明らか

にする 

2） 選定後の活⽤実態を明らかにする 

3） 募集から選定までの⼀連の流れを対象として観光のコンテンツとして活⽤するための

仕組みを意図した百選の募集⽅法について明らかにする 

 
 １）は、現在までに選定された百選を抽出し、その選定⽬的と対象としている景観

を分類することでどのような特徴があるのか把握するということである。 

 ２）は、１で抽出した百選のうち 10 年以内に選定された百選を対象として選定後の

活⽤の有無を調査し、現状を把握するということである。 

 ３）は、百選の選定後に活⽤を検討するのではなく、募集と選定時から活⽤をイメ

ージして選定することで活⽤へ繋げるということである。 
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1-3 既往研究の整理 

 
 （１）景観の定数化の展開に関する研究 
 ⾵景の定数化について趣旨や選定⽅法などについてまとめ、⾵景に対する捉え⽅を整理

しているものが散⾒される。 

 例えば、1927 年の⽇本⼋景（⽇本百景）の選定に関しては新⽥（2010）が詳述してい

る。伊藤（2014）では、現代の⾵景に関連する百選の趣旨や選定⽅法、及び選定地を分析

し、⾵景に対する捉え⽅の変遷を考察し、選定地の景の分類と併せて、⾃然景から⽂化・

歴史景、さらに現代的な都市・建造物景へ、また伝統的名所の復活と多様な景への関⼼が

⾒られると述べている。 

 また、⻄⽥（2007）は⼋景・百景等の⾵景の定数化について、その起源、変遷等をたど

り、特に寒霞渓の⾵景の定数化、⼋景の普及と衰退の問題を取りあげることによって、⾵

景の定数化とは何かについて考察し、⾵景の定数化が現代においてどのように展開してい

るのか論じている。 

 ⻄⽥（1999）では、全国レベルで選定された定数の名所・観光地とこれに準じる箇所を

瀬⼾内海について調べ、その選定の意図・背景、位置、景観、進出箇所の特徴を分析し、

瀬⼾内海における定数名所・観光地等の変遷について述べている。 

 このように、戦前の百選や 2010 年までに全国を対象として選定された百選については

既に考察されている。 

 しかし、⾃治体によって選定された百選についてまとめられているものはないため、本

研究では 2016 年までに全国を対象として選定しているものに加え、⾃治体を対象として

いるものをまとめる。 
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（２）選定後の活⽤の展開に関する研究 
 次に、選定後の活⽤について論じているものとして、岡⽥（2002）では、世⽥⾕区の

「地域⾵景資産」における⽣活⾵景創造への試⾏に関して、⽇常的な⾵景を整序する⼀連

のプロセスによる新しい可能性について述べている。 

 また、永井（2007）では、市⺠が⾵景を共有し、まちづくりにつなげる⽬的で⾏われた

「⼩⽥原ふるさとの原⾵景百選」を取り上げ、⾵景への思いを読み解き、⾵景への共通の

思いを基準として⾵景を再構成することによって共有を広げ深めようという試みとして特

筆すべきすべき取り組みとしている。この⼩⽥原ふるさとの原⾵景百選を対象とし、⾵景

を共有するためのムーブメントと⾵景の再構成という視点から、その可能性と課題につい

て述べている。 

 しかし、これまでに選定された百選全体の活⽤に関して論じているものは存在しないた

め、過去の百選の活⽤についてまとめるという点に新規性がある。 

 

（３）景観の類型に関する研究 
 また、景観の定数化はしていないがフォトコンテストを対象として応募のあった景観を

類型化し、論じているものとして、坂⽥（2003）では、新潟県出雲崎町フォトコンテスト

を対象とし、そこで表現された景観を把握し、空間特性を明らかにすることで、景観を育

てていくという意味でのまちづくりの基礎資料を得ている。 

 また、加藤（1997）では、農⼭村を調査対象に、住⺠参加による地域の観察から景観を

明らかにし、農村景観整備の⼿がかりを得ることを⽬的に、四季の景を分析している。共

通点、相違点を⽐較することによって、四季ごとの景観特性を明らかにすると共に、アイ

デンティティの⾼い場を抽出することについて述べている。 

 このように、景観を類型化することでまちづくりの基礎資料としているが、ここに観光

の視点を加えることで新規性がある。 
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1-4 論⽂の構成と調査の⽅法 
 本論⽂は全 5 章で構成される。以下に研究の⼿法および構成を⽰す。 

 第 1 章では、研究の背景と⽬的、既往研究の整理、および研究の⼿法と構成について述

べている。 

 第 2 章では、百選の選定⽬的の変遷に着⽬する。景観に関する⽂献、論⽂のレビューと

インターネット検索により対象とする百選を抽出した。そして、主催者、趣旨の傾向の変

化、選定プロセスなどを明らかにし、選定された年代、選定対象となる景観の特徴と併せ

てその特徴を把握する。 

 第３章では、百選の募集、選定、選定後の活⽤に着⽬する。そこで、２章で対象とした

百選のうち、応募要項等のデータが残っていると考えられる、10 年以内に選定された 30

個の百選を対象とし、選定後の活⽤について、その実態と課題について明らかにした。 

 第 4 章では、百選の募集から選定までの⼀連の流れを対象とし、観光のコンテンツとし

て百選と上⼿く連動させていくための仕組みについて、実際の 100 選選定事業である⼋王

⼦景観百選に実証実験として組み込んだ。そこで、応募⽅式について筆者も審議委員であ

る川原⽒と共に作成し、募集から選定の段階についての分析を⾏なった。また、⼋王⼦市

は過去に⼋王⼦⼋⼗⼋景を選定しているが、今回実施した⼋王⼦景観百選では例⽰を⽰し

て募集することでその効果を検証した。 

 第５章では 2〜4 章で論じた内容を踏まえ、百選選定後の観光等への活⽤について、選

定前からターゲットや求めたい景観の意義の説明、応募要項の設計等、選定後の活⽤を意

識することで観光のコンテンツとしての活⽤の可能性があるということを⽰した。 
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図 1-1 研究の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百選の選定目的・対象となる景観の変遷
対象とする過去の百選の抽出
選定目的と選定対象となる景観の特徴を分析
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景観に関する文献、論文のレビューとインターネット検索

インターネット検索、半構造化インタビュー

実際の百選選定事業に実証実験として組み込む
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第 2 章：百選の選定⽬的・対象となる景観の変遷 

2-１ はじめに 
 元々、⾵景の定数化とは、⾵景の威厳付けであり、⾵景の単純明快な解りやすさを与え

るものであった。⾵景の定数化は、古くから地域の特性を浮きあがらせ、広く普及する有

効な⼿段であった。現代においては、⾵景の選定は様々な⽬的でなされているが、観光地

づくりにとても⼤きく付与してきた（⻄⽥ 2007）。 

 そこで、第 2 章では、百選の主催者、趣旨の傾向の変化、選定プロセスなどを明らかに

し、選定された年代、選定対象となる景観と併せてその特徴を把握した。 

 調査の⽅法は、景観に関する⽂献、論⽂のレビューとインターネット検索により、戦後

（1945 年以降）に発表された、〇〇百選、〇〇百景など、名数がつけられたもので、⾵景

に関する選定を⾏う百選を抽出した。 
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2-2 学術的な景観の捉え⽅ 
 景観とは、「⼈間を取り巻く環境への眺めにほかならない。しかし、それは単なるなが

めではなく、環境に対する⼈間の評価と本質的な関わりがある」と中村(1997)が定義して

いる。 

 また、篠原(1998)によると景観は時間の⻑短、視点の重要性によって、現象的には以下

の 4 つに分類できる。 

 

・シーン景観 

 視点（⽬の位置）が固定されている、いわゆる透視図的な眺めであり、時間的には⽐較

的短時間の現象である。このような景観をシーン景観と呼ぶ。景観をこのような意味で表

現する⾔葉には、眺めのほかに眺望、景⾊、透視形態などがある。 

 

・シークエンス景観 

 視点を移動させながら、たとえば歩きながらもしくは⾞を運転しながら、次々と移り変

わっていくシーン（場⾯）をシークエンス景観と呼ぶ。時間的には⻑くはないので、対象

そのものは変化せず、景観の変化は視点の移動による。 

 

・場の景観 

 シーンやシークエンスの体験が総合されてある⼀定範囲の景観の特徴を論ずる場合

「場」の景観という⾔葉を使う。空間構造に⼒点を置いた場合の景観の捉え⽅といえる。 

 

・変遷景観 

 ⻑い時間の経過に伴って、対象そのものが変化し、景観が変わっていく場合、これを変

遷景観と呼ぶ。 

 

 そして、景観現象を分析、計画・設計する⽴場からとらえた景観把握モデルがある。篠

原のモデルでは、シーン景観を視点・視点場・主対象・対象場の構成要素としている。 

 また、⽇々の⽣活や⽣業等の営み、あるいはその背景にある信仰・知恵・技術を通じた

⼈間の⾃然環境への働きかけによって⽣み出される景観を⽂化的景観という。 

 中村（1997）が単なるながめでなくと、前置きをして、あえて補⾜した「環境に対する

⼈間の評価」という点が景観を理解する上で重要である。今⽇では、眼前の⾵景の背景に

ある地域の⾵⼟的、歴史的、社会的⽂脈の読解を通して、景観の有する規範性を論じるま

でに成熟しつつある。地理的・⽣態的・視覚的表層と社会経済的・歴史⽂化的な⽂脈も合
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わせた総合的な景観の把握が求められている。したがって、景観は⾒える、⾒えないにか

かわらず、その中にいつも⼈間の存在が感じられるものである。そこで、⽣活景のように

⼈々の⽣活環境への働きかけによって⽇常の暮らしの営みが⾊濃く映し出された、⽣活シ

ーンの⼀コマ等も景観として捉えるようになった。 

 
  

2-2-1 景観法 
 2003 年 7 ⽉ 11 ⽇に国⼟交通省は、「美しい国作り制作⼤網」を発表し、「良好な景

観」の形成を国政上の重要課題とし、景観に関する基本法制の制定を施策とした。そし

て、2004 年 6 ⽉ 18 ⽇に景観法が公布、2004 年 12 ⽉ 17 ⽇に第 3 章を除く部分が施⾏さ

れ、2005 年 6 ⽉ 1 ⽇に第 3 章部分も施⾏され完全施⾏となった。景観法は、「都市、農⼭

漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他施策を総合的に

講ずることにより、美しく⾵格のある国⼟の形成、潤いのある豊かな⽣活環境の創造及び

個性的で活⼒ある地域社会の実現を図り、もって国⺠⽣活の向上並びに国⺠経済及び地域

社会の健全な発展に寄与することを⽬的」（第 1 条）としている。すなわち、景観法は都

市景観のみならず⾃然環境についても良好な景観として形成することを⽬指している。 

 また、景観法第２条にて「良好な景観」が有する意義や重要性について以下の 5 つを基

本理念として規定している。 

 

（1）良好な景観は、美しく⾵格のある国⼟の形成と潤いのある豊かな⽣活環境の創造に

不可⽋なものであることにかんかがみ、国⺠共通の資産として 、現在及び将来の国⺠が

その恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない 。  

 

（2）良好な景観は地域の⾃然、歴史、⽂化等と⼈々の⽣活、経済活動等との調和により

形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した⼟地利⽤かが

なされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない 。  

 

（3）良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地

域住⺠の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特⾊の伸⻑に資するよう、その多様な

形成が図られなければならない 。 
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（4）良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に⼤きな役割を担うものであるこ

とにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地⽅公共団体、事業者及び住⺠により、その

形成に向けて⼀体あ的な取組がなされなければならない。 

 

（5）良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好

な景観を創出することを含むものであることを旨として、⾏われなければならない 。 

 

 このように、「良好な景観」は、国⺠共通の資産であるということ、また、「良好な景

観」は、地域の固有の特性と密接に関連するので、有り様はそれぞれの地域ごとに異なっ

ていて当然だということと、地域の活性化に役⽴つ。さらに、「良好な景観」は、それを

保全することはもとより、新たに創出することができるということである。以上より、景

観といっても幅広いものとなっていることがわかった。 
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2-3 ⾵景の定数化 
 ⾵景の定数化の起源については⻄⽥（2007）によってまとめられている。名所の定数化

は、1215 年の順徳天皇編纂の歌集「健保名所百種」にみられるように、13 世紀初頭に百

の定数ではじまったと推測される。当時は、百⼈⼀⾸の歌が選定された時代でもあった。

名所百種とは、全国の歌枕の地を 100 ヶ所選定して、和歌を詠んだものであり、いわば当

時の⽇本百景である。 

 その後、名所の定数化は、13 世紀から 14 世紀にかけての中国の⻄湖⼗景などの受容を

へて、旅の隆盛とともに普及し、江⼾後期に漢詩⽂や浮世絵などで⼤衆化したものと推測

される。⽇本三景が 1643 年に儒学者春斎らの「⽇本国事跡考」「三処奇観」として現

れ、「本朝⼗⼆景」が 1690 年に俳⼈⼤掟三千⾵の「⽇本⾏脚⽂集」に現れる。いずれも

卓越した景観とされ、数々の歴史の舞台や和歌、⽂学にも登場し、⽇本の絶景として親し

まれてきた。⽇本に普及する⼋景詩は原則として 2 字の地名に季節や時刻と結びついた 2

字の景物を添えて名所をあらわしており、受容は景物に合わせて、地名を限定することに

あった。景物が固定され、それに⾒合った地名を選ぶことから、各地に適⽤されたのであ

り、何よりも晴嵐、暮雪、秋⽉、夜⾬等の景物が⽇本の⾵⼟と⽇本⼈の情感に合致したの

であろう。 

 そもそも、⾵景の定数化とは、歴史⼈類学の⼤室幹雄によると、中国の発祥で、盛唐の

詩⼈・画家の王維の網川集の⼆⼗景にはじまり、⼭⽔愛好の⾼まりの中で⾵景欣賞の伝統

的作法となって、宋代の⼭⽔画の完成と連携して画題瀟湘⼋景として結晶化したという。

王維は元官僚の詩書画にすぐれた⽂⼈で、⽂⼈の開祖、南画の祖と呼ばれ、詩仙の李⽩等

と並び、詩仏の王維と称されているが、終南⼭の綱川にかまえた別業で、詩情と画意のあ

ふれた⼆⼗景を選定し、「綱川集」を著していた。⼤室(2002)は、定数化とは様々な世界

を割り切って、冷厳な秩序・安定を確保する権⼒の⽀配、管理、抑制の政治的倫理である

とも指摘している。⾵景の定数化で掬いあげられたものは、真正らしい信憑性を⾼めるの

である。 
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2-4 近代の百選 
 近代の百選は観光ガイドの役割を果たしていた。例えば、1898 年の駿河源之助発⾏の

「⽇本名勝写真帖」(図 2-1)は副題に 100 Glimpses of Japan とあるように、国内外の読者を

対象にした⽇本百景の写真集である。写真が⽇本の⾵俗や景観を捉えるのは幕末からであ

り、すでに明治 10 年代には横浜で外国⼈の観光⼟産として商品化されたアルバムの写真

が量産され、明治 30 年代頃から絵葉書が普及していくが、この頃に⽇本百景のような写

真集が広く出回った。 

 1927 年の東京⽇⽇新聞社、⼤阪毎⽇新聞社主催主催の「⽇本⼋景」は、ハガキによる⼀

般投票の結果を受け、専⾨家からなる委員会で選定された。1927 年４⽉ 9 ⽇に受付を開始

し、同年 5 ⽉ 20 ⽇の締め切りまでで、総投票数は約 9,800 万枚、当時の⼈⼝を超えてい

た。「地域をあげて投票活動が⾏われる熱狂的なイベントであった」と⾔われる。海岸、

湖沼、⼭岳、河川、渓⾕、温泉、平原の区分を設け、区分毎に１位を選んだ。投票数と選

定結果は⼀致しておらず、専⾨家の間でも⽩熱した議論の末、決まったとされる。わが国

を代表する 8 景観を選ぼうとするものであったが、最終的には⼋景のほか⼆⼗五勝、百景

も選ぶこととなり、主たる⽬的は観光による地域振興であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

図 2-1 ⽇本名勝写真帖 
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2-5 現代の百選 
 現代の百選の中で、2010 年までに⽇本全国を対象とし、官公庁によって選定された百選

についてはまとめられているものがあるが、本論ではそれに 2016 年までに市町村を対象

としたもの、⺠間の団体によって選定されたものを加えて調査し、調査結果に基づき、選

定された年代と併せてその特徴を考察する。 

 

2-5-1 対象とする百選 
 ⽂献、論⽂のレビューとインターネット検索により、1945 年以降に発表された、〇〇百

選、〇〇百景など、名数がつけられたもので、⾵景に関する選定を⾏う百選を抽出した。 

 ⾵景に関するものとは、名称に「百景」、「⾃然」という語句があるものと、環境や⽂

化遺産など⾵景の構成物と考えられる対象を扱うものである。その中で、選定のプロセス

で公募を⾏なっている百選を調査対象とする。個⼈や団体のみで選定したものは除外す

る。 

 対象とした百選について、主催者のホームページ、ハンドブックから主催者、趣旨・⽬

的、選定経緯を調査した。加えて、対象とする⾵景により分類を⾏なった。分類種別は、

総合（特に景を区別しない）̶総合、⾃然景̶⾃然、⽂化的景観̶⽂化、伝統遺産̶歴

史、建築・⼟⽊構造物̶建築物とする。尚、⼈の⼿が介する⼆次的⾃然であっても、森林

などの保護の趣旨の場合は“⾃然”に分類する。 

 

2-5-2 百選の分析 
 対象とした百選は伊藤（2014）をもとに表 2-1 にまとめた。名称、選定年、主催者、選

定⽅法、趣旨・⽬的、⾵景種別を⽰している。選定⽅法で、公募とある場合は、広く⼀般

に募集をかけた場合で推薦とある場合は、⾃治体や関係団体によるものである。「⽇本百

名⼭」（1964 年 深⽥久弥）などの個⼈の著書、「⽇本 100 景」（1980 年家庭画報）など

公募を伴わない出版社選定のものは、知名度に関わらず対象外とした。 

 今回対象となった百選は 96 個であり、1950 年から 2016 年までに選定されたものであ

る。1980 年以前は 6 個だったが、1982 年以降、34 年間で 90 個と増加している。 

 景観を対象としていても、様々な団体が主催しているが、選定⽅法としては、候補を⾃

治体や⼀般につのり、委員会で決定するというプロセスが 52 個と全体の 54%を占めてい

る。また、その他のものについても、最終決定は委員会で決定するというプロセスが⼀般

的である。 
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2-5-3 選定⽬的の変遷 
 戦後当初である 1950 年の毎⽇新聞の「観光地百選」は公募により戦後の新しい観光ル

ートを策定するもので、交通機関の終着点から徒歩⼀時間以内の制限があった。観光振興

を全⾯的に押し出しており、区分けはあったが得票数に従って選定が⾏われている。 

 1960 年代に選定されたものも、景勝地や旅⾏地の選定が⽬的とされており、観光の視点

が濃く現れている。1980 年代には、朝⽇新聞、森林⽂化協会の「21 世紀に残したい⽇本

の⾃然 100」のように⾃然の保全を⽬的としたものが出現しており、景観の諸施策の⼀環

として、周知・啓蒙を意図して実施されている。⼀⽅で 1987 年の読売新聞社の「新⽇本

観光地 100 選」では、新⽣鉄道会社の誕⽣を記念して、新しい観光地図を描くため、従来

の伝統ある観光地と多様化する新しい観光地を選んだものだった。また、旅⾏者層を幅広

く設定し、ヤング・カップル、ナイスミディ、ファミリー、フルムーンという階層別の観

光地ランク付けを⾏っている。 

 1990 年代に⼊ると、⾃然環境の保全を⽬的にしたものに加えて、杉並区の「杉並百景」

や国⼟庁の「⽔の郷百選」、神⼾市の「灘百景」、のようにまちづくりを⽬的としたもの

が出現している。 

 さらに、2000 年代には⽇本公園緑地協会の「⽇本の歴史公園 100 選」や栃⽊県の「栃⽊

のふるさと⽥園⾵景百選」のように、歴史的・⽂化的資源の継承を⽬的としたものが出現

している。 

 百選の選定⽬的は、⾼度経済成⻑以降、環境の視点、景観の視点が⾊濃く現れ、観光の

視点が後退している（図 2-2）。 

 

2-5-4 選定対象となる景観の変遷 
 百選の対象とする⾵景を年代ごとに集計した結果を図 2-3 に⽰す。戦後当初である 1950

〜1979 年に選定された百選は 6 個であり、対象としている景観は全て総合である。1980

年代に選定された 20 個のうち、総合が 7 個だか、⾃然 8 個、⽂化 4 個、建造物 1 個が出

現している。さらに、1990 年代には歴史が１個出現している。2000 年代に⼊るとさらに

多くの百選が選定されているが、総合の選定数は伸びておらず、⽂化、建造物、歴史の選

定数が伸びている。 

 総合的な景観の選定が全くされていないというわけではないが、選定⽬的の変遷に伴

い、対象となる景観も保全を意図したものが⾊濃くなっていることがわかる。 

 
表 2-1 景観に関する百選⼀覧 
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NO 名称 年 主催 選定⽅法 趣旨・⽬的 種別 

1 観光地百選 1950 毎⽇新聞 区分を提⽰して公募 新観光地ルート設定 総合 

2 茨城百景 1950 茨城県観光審議会 候補公募→委員会 景勝地の選定 総合 

3 新⽇本百景 1957 週間読売 公募 新しい⾃然系の選定 総合 

4 新⽇本旅⾏地 100 選 1966 雑誌「旅」 候補提⽰ 旅⾏地の選定 総合 

5 兵庫観光 100 選 1967 神⼾新聞社・デイリー新聞社 候補公募→委員会 観光地の開発と保存 総合 

6 新さぬき 100 選 1968 四国新聞社 ⼀般投票→委員会 観光スポットの選出 総合 

7 新東京百景 1982 東京都 公募 都⺠の⽇制定 30 周年記念事業 総合 

8 にいがた景勝 100 選 1982 新潟⽇報社 候補提⽰→⼀般投票 上越新幹線開通記念事業 総合 

9 21 世紀に残したい⽇本の⾃然 100 1983 朝⽇新聞・森林⽂化協会 候補公募→委員会 祖先伝来の貴重な⾃然の保護 ⾃然 

10 せたがや百景 1984 世⽥⾕区 候補提⽰→⼀般投票 地域の持つ歴史、⾵⼟、⽂化が現れている⾵景の選定 総合 

11 ふくしま緑の百選 1985 福島⺠報社 候補公募→委員会 森や樹を⾒直し、その美しさを守り育てるため ⾃然 

12 名⽔ 100 選 1985 環境省 候補公募→委員会 ⽔環境の保護 ⾃然 

13 近代⽔道百選 1985 ⽇本⽔道新聞社 候補公募→委員会 ⽔道の⽂化財の選定 ⽂化 

14 ⽇本の道 100 選 1986 建設省 候補公募→委員会 道路の啓蒙と愛護 建造物 

15 森林浴の森 100 選 1986 緑の⽂明学会 候補推薦・公募→委員会 ⽇本の森林を森林浴に活⽤ ⾃然 

16 品川百景 1987 品川区 候補公募→委員会 区政 40 周年事業 総合 

17 にっぽんの温泉 100 選 1987 観光経済新聞社 公募 ⼈気温泉地の選定 ⽂化 

18 新⽇本観光地 100 選 1987 読売新聞・⽇本テレビ 公募 観光地の選定 総合 

19 ⽇本の⽩砂⻘松 100 選 1987 ⽇本の松の緑を守る会 候補公募→委員会 松林の保全 ⾃然 

20 さっぽろ・ふるさと⽂化百選 1988 札幌市市⺠局市⺠⽂化課 候補公募→委員会 札幌開基 120 周年記念事業 ⽂化 

21 群⾺の⾃然 100 選 1988 朝⽇新聞 候補公募→委員会 ⾃然環境の保全 ⾃然 

22 ⼤阪みどりの百選 1989 ⼤阪府 ⼀般投票 国際花と緑の博覧会記念事業 ⾃然 

23 秋⽥市ふるさと名所 100 景 1989 秋⽥市 候補公募→⼀般投票 観光資源としての周知、保存 総合 

24 ふるさといきものの⾥ 100 選 1989 環境省 候補公募→委員会 環境保全を図る地域住⺠の努⼒を顕彰 ⾃然 

25 ⽇本の秘境 100 選 1989 雑誌「旅」 候補推薦・公募→委員会 知られざる名所の選定 総合 

26 ⽇本の都市公園 100 選 1989 ⽇本公園緑地協会 候補公募→委員会 公園愛護精神の醸成 ⽂化 

27 新⽇本名⽊ 100 選 1990 読売新聞社・花博協会 候補公募→地⽅選定→委員会 巨樹・⽼⽊の保護 ⾃然 

28 さくらの名所 100 選 1990 ⽇本さくらの会 候補推薦→委員会 さくら名所の選定 ⾃然 

29 ⽇本の⽶作り 100 選 1990 全国農協中央会・⽇本農業新聞 委員会 ⽶作りの実像の周知 ⽂化 

30 かながわの橋 100 選 1991 神奈川県⼟⽊部道路整備課 候補公募→委員会 イベントの⼀環 建造物 
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31 ⽇本の滝 100 選 1991 緑の⽂明学会 候補推薦→委員会 ⾃然との共⽣や環境保全 ⾃然 

32 農村景観百選 1991 農⽔省 候補公募→委員会 農村の活性化 ⽂化 

33 都市景観 100 選 1991 国交省 委員会 良好な都市景観の醸成 ⽂化 

34 静岡のみずべ 100 選 1991 静岡県河川企画課 候補公募→委員会 みずべ環境の保全 ⾃然 

35 杉並百景 1992 杉並区都市整備部 候補公募→委員会 ⾝近な街並みの⾒直し。区制施⾏ 60 周年記念事業 総合 

36 おやま百景 1994 ⼩⼭市⽂化振興課 候補提⽰→⼀般投票 市制 40 周年記念事業 総合 

37 新・⽇本街路樹 100 景 1994 読売新聞 候補公募→委員会 街路樹の保全 ⽂化 

38 ⽔源の森百選 1995 林野庁 委員会 森林と⼈との関係が作られている森の選定 ⾃然 

39 残したい⽇本の⾳⾵景百選 1996 環境省 候補公募→委員会 ⾳環境の保全 ⽂化 

40 ⽔の郷百選 1996 国⼟庁 候補公募→委員会 ⽔環境の保全、⽔を⽣かした町づくり ⾃然 

41 ⽇本の歴史の道 100 選 1996 ⽂化庁 候補推薦→委員会 地域の⽂化財の周知 ⽂化 

42 北区景観百選 1996 北区まちづくり部都市計画課  候補提⽰→委員会 区内の優れた都市景観を認定 総合 

43 ⼭梨百名⼭ 1997 ⼭梨市 ⼀般公募→委員会 県⺠に親しまれている⼭の選出 ⾃然 

44 上京区の史跡百選 1998 京都市建設局緑政策推進室 候補公募→委員会 京都市⾃治 100 執念記念 歴史 

45 ⽇本の渚百選 1996 ⽇本の渚 100 選中央委員会 候補推薦→委員会 海や海浜の重要性の啓発、保全 ⾃然 

46 あなたが選ぶ「⽇本の灯台 50 選」 1998 海上保安庁 公募 第 50 回灯台記念⽇の⾏事 建造物 

47 公共建築 100 選 1998 建設省 候補公募→地⽅選定→委員会 公共建築の意義や重要性の周知 建造物 

48 灘百選 1999 神⼾市灘区 候補公募→委員会 まちの魅⼒を再発⾒ 総合 

49 ⽇本の棚⽥百選 1999 農⽔省 候補公募→委員会 棚⽥の保全推進 ⽂化 

50 

21 世紀に残したい・埼⽟ふるさと 

⾃慢 100 選 

2000 埼⽟新聞社 候補公募→委員会 さいたま新都⼼オープニング企画 総合 

51 甦る⽔ 100 選 2000 建設省 候補公募→地⽅選定→委員会 公共建築の意義や重要性の周知 建造物 

52 森の巨⼈たち百選 2000 林野庁 候補推薦→委員会 棚⽥の保全推進 ⽂化 

53 関東の駅百選 2001 国⼟交通省関東運輸局管内 候補公募→委員会 鉄道の⽇記念⾏事の⼀環 建造物 

54 ⼋王⼦⼋⼗⼋景 2001 ⼋王⼦市 候補公募→⼀般投票→委員会 ⼋王⼦の「顔」となる景観の募集 総合 

55 かおり⾵景 100 選 2001 環境省 候補推薦・公募→委員会 よい⾹りの再発⾒、不快な臭いの改善活動を促進 ⾃然 

56 中部の駅百選 2002 国⼟交通省中部運輸局管内 候補公募→委員会 鉄道の⽇記念⾏事の⼀環 建造物 

57 東北の駅百選 2002 国⼟交通省東北運輸局管内 候補公募→委員会 鉄道の⽇記念⾏事の⼀環 建造物 

58 遊歩百選 2002 読売新聞 候補推薦→公募→委員会 ⼀⽣に⼀度は訪ねてみたい百か所の選定 総合 

59 私の好きな兵庫の⾵景 100 選 2004 兵庫県健康⽣活部環境局 候補公募→委員会 ふるさとづくりの推奨 総合 

60 美しい⽇本の歩きたくなる道 500 選 2004 ⽇本ウォーキング協会 候補公募→実地調査→選定 地域振興につながる道の選定 ⽂化 

61 ⽇本の夜景 100 選 2004 夜景倶楽部 候補提⽰→公募→選定 夜景環境の保護と整備 ⽂化 
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62 関東の富⼠⾒百景 2005 関東の富⼠⾒百景選定委員会 候補公募→実地調査→選定 富⼠⼭周辺の景観保全 ⾃然 

63 ⼈と⼈間が織りなす⽇本の⾵景百選 2005 名鉄グループ 候補公募→委員会 ⾃然と⼈が共⽣する⾵景を選定 ⽂化 

64 わたしの旅 100 選 2005 ⽂化庁 候補公募→委員会 「旅」を通じて⽇本の歴史と⽂化を訪ねるプランの選定 総合 

65 ダム湖 100 選 2005 ダム⽔源地環境整備センター 候補推薦→委員会 地域の活性化に役⽴つダム湖の認定 建造物 

66 いちかわ景観 100 選 2006 市川市 街づくり部まち並み景観整備課 候補公募→委員会 景観資源の周知（市制施⾏ 80 周年記念） 総合 

67 快⽔浴場百選 2006 環境省 候補推薦→委員会 快適な⽔浴場の普及 ⾃然 

68 

未来に残したい漁業漁村の歴史的⽂ 

化財産 100 選 

2006 ⽔産庁 候補公募→委員会 都市と漁村の交流促進、⽔産業に対する関⼼の醸成 ⽂化 

69 ヘリテージング 100 選 2006 毎⽇新聞 候補公募→委員会 観光対象としての近代遺産を選定 歴史 

70 ⽇本 100 名城 2006 ⽇本城郭協会 候補公募→委員会 城郭を総合的な学習の場として活⽤ 歴史 

71 ⽇本の歴史公園 100 選 2006 ⽇本公園緑地協会 候補公募→委員会 

歴史的・⽂化的資源を継承する公園の整備による地域づ

くり 

歴史 

72 ⼩⽥原ふるさとの原⾵景 100 選 2007 ⼩⽥原ふるさとの原⾵景選定委員会 候補公募→委員会 ⼤切にするべきまちの⾵景の再発⾒ ⾃然 

73 守りたい育てたい湖国の⾃然 100 選 2007 滋賀県庁 候補公募→委員会 野⽣動植物の保全 ⾃然 

74 守りたい神⼾の⽣きもの百選 2007 神⼾市環境局環境創造部 候補公募→委員会 

未来の⼦供たちに継承して期待⽣きもののシンボルを選

定 

⾃然 

75 疏⽔百選 2007 農林⽔産省 候補公募→委員会 ⽤⽔による⽔・⼟・⾥を維持 ⽂化 

76 ⽇本の地質 100 選 2007 地質情報整備・活⽤機構 候補公募→委員会 地質現象のユニークさの顕彰、周知 ⾃然 

77 美しい⽇本の歴史的⾵⼟ 100 選 2007 古都保存財団 候補推薦・公募→委員会 ⽇本の歴史的⾵⼟の魅⼒を国内外に周知 歴史 

78 いばらき 100 名橋 2008 

100 名橋選定実⾏委員会（茨城県、茨城県建

設技術公社、茨城県道路公社） 

候補公募→委員会 地域の歴史や⽂化の再発⾒ 建造物 

79 ちば遺産 100 選 2008 千葉県教育庁教育振興部⽂化財課 候補投票→委員会 伝統・⽂化・⾃然の継承 総合 

80 にほんの⾥ 100 選 2008 朝⽇新聞社・森林⽂化協会 候補公募→現地調査→委員会 ⼈の営みが育んだすこやかで美しい⾥の選定 ⽂化 

81 平成の名⽔ 100 選 2008 環境省 候補推薦→委員会 ⽔環境保全の⼀層の推進 ⾃然 

82 関東・⽔と緑のネットワーク拠点百選 2009 関東地域づくり協会 候補公募→委員会 ⾃然との共⽣を取り戻すため ⾃然 

83 晴れの国おかやま景観百選 2009 岡⼭県環境企画課 候補公募→委員会 良好な景観の形成推進 総合 

84 平成百景 2009 読売新聞 候補提⽰→公募→委員会 平成の新しい⽇本の景観を選定 総合 

85 島の宝 100 景 2009 国交省 候補公募→委員会 島々の⾃然や歴史・⽂化などを反映する景観の周知 ⽂化 

86 わがまちふじさわ景観ベストテン 2010 藤沢市計画建築部街なみ景観課 候補公募→委員会 

なまちなみの維持保全や魅⼒ある景観づくり（市制 70

周年記念事業） 
総合 

87 ため池百選 2010 農⽔省 候補推薦→公募→委員会 ため池の歴史や役割、保全の必要性の周知 ⽂化 

88 岡崎観光きらり 100 選 2010 岡崎市観光課観光振興班 現地調査→委員会 岡崎観光⽂化百選の内容を再選定、観光活⽤ 総合 
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89 栃⽊のふるさと⽥園⾵景百選 2011 栃⽊県農政部農村振興課 候補公募→委員会 ⽥園⾵景の継承 ⾃然 

90 信州・⻘⽊村ふるさと景観 100 選 2012 信州・⻘⽊村 100 の会 候補公募→⼀般投票 ⾃慢したい景観の選定 総合 

91 ⽇光⽔のある⾵景百選 2013 ⽇光市産業環境部環境課環境政策室 候補公募→委員会 環境保全、観光レクリエーション資源 ⾃然 

92 あきる野百景 2013 あきる野市環境経済部 環境政策課 候補公募→委員会 景観保全 ⾃然 

93 えどがわ百景 2013 江⼾川区⼟⽊部 区画整理課 候補公募→委員会 まちの魅⼒向上 総合 

94 なとり百選 2014 名取市商⼯観光課 候補公募→委員会 伝統・⽂化・史跡の継承、観光地としての PR 総合 

95 茅野市景観百選 2014 茅野市都市建設部 都市計画課 候補公募→市⺠投票→委員会 景観の保全・継承 総合 

96 ⽇本の奇岩百景 2016 特定⾮営利活動法⼈地質情報整備活⽤機構等 公募 岩の⾃然造詣美の周知 ⾃然 
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図 2-2 年代別選定⽬的 
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2-6 ⼩結 
 第２章の結果から、名所の定数化は古くから旅の隆盛とともに普及してきたことがわか

った。百選の選定については、1980 年代以降は、環境保全や⽂化的資産などの保全のため

の啓蒙・周知を意図して実施しているものが多く、対象とする景観も⽬的の変遷に伴って

保全を意図したものが⾊濃くなっており、観光振興⽬的の総合的な景観から、⾃然景や⼈

⽂景へシフトし、特に 2000 年代以降では、歴史遺産を対象とするものが出現するように

なったことを把握した。また、景観の捉え⽅が⼈々の営み等を含んだ幅広い捉え⽅へと変

化している。このような動きもあり、⽇本の⾥ 100 選のように⼈の営みが育んだすこやか

で美しい⾥の選定をしているものや、ちば遺産 100 選のように伝統・⽂化・⾃然の継承を

⽬的としているものなど、景観法施⾏後に選定されている百選は、それまでに選定された

百選の景観とは違い、⼈々の営み等を含んだ幅広い捉え⽅へと変化していると考えられ

る。 

 次章以降、観光の視点が後退している現代の百選が、選定後の活⽤に着⽬していく。そ

れにあたり、次章の第 3 章では現代の百選の活⽤の有無を確認したうえで、その特徴を整

理することにする。 
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第 3 章：百選選定後の活⽤実態と可能性 

3-1 はじめに 
  第 3 章では、百選の募集、選定、選定後の活⽤に着⽬する。そこで、２章で対象とし

た百選のうち、応募要項等のデータが残っていると考えられる、10 年以内に選定された

31 個の百選を対象とし、選定後の活⽤について、その実態と課題について明らかにする。 

 また、募集要項に景観を選んだ思いやエピソードを記⼊する欄があるものや、選定時に

区分けして選定されたものを、募集・選定において⼯夫しているとし、31 個のうち 14 個

を抽出した。 

  さらに、募集かつ選定時に⼯夫され、実際にマップの作成やツアーの実施等、活⽤さ

れている百選は 3 個あった。本研究では募集から選定までの⼀連の流れを対象とするた

め、この 3 個に着⽬した。その中で、当時の担当者と連絡を取ることができた神奈川県藤

沢市と⽇光市の担当者に半構造化インタビューを⾏った。 

 その後、整理した結果を踏まえ、百選選定後の活⽤の課題と可能性について提⽰する。 
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3-2 百選選定後の活⽤状況 
 まずは、２章で対象とした百選のうち、応募要項等のデータが残っていると考えられ

る、10 年以内に選定された 31 個の百選を対象とし、選定後の活⽤についてホームページ

の参照、主催者への問い合わせにより把握した。その結果を表 3-1 にまとめた。 

 対象とした 31 個の百選のうち、対象範囲が全国のものが 14 個、⾃治体が 17 個となっ

ている。そのうち、活⽤されているのは対象範囲が全国のものが 6 個、⾃治体が 14 個で

ある。選定数には⼤きな差はないが、活⽤数では全国を対象としたものよりも⾃治体を対

象としたものの⽅が 2 倍以上多いことがわかった。合計では活⽤されているものは 20 個

であり、半数以上が何らかの形で活⽤されていることを把握した(表 3-2)。 

 

表 3-2 百選活⽤数 

対象範囲 全国 ⾃治体 

選定数（個） 14 17 

活⽤数（個） 6 14 
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表 3-1 百選選定後の活⽤ 

 

 

 

 

 

 

NO ŁÏ ĝ À¥ îĄĹĺ Åµ�ńĆ ĭ�Äĳ nŌ

1 	��-�q100î 2006 ³ì³j��*Ĭ#�Ĳ$�qåĥb �ĵ�Ķ→U[e �q¶��Æþ�³á´¡80ÆĝxĞ� ô¢ L>I�«ã

2 fàŏÓĨî 2006 p�Î �ĵßí→U[e fć�àŏÓ�īz ºï �

3 ľŐ�°��	|�|ø�ř±Ćįa©
100î 2006 à¯ā �ĵ�Ķ→U[e Ď³�|ø��ŔöÝ�à¯��ù�+r×�Õã įa č²H>6

4 JP@�:T7100î 2006 ĽěÙİ �ĵ�Ķ→U[e q�ùÐ�����ûW¯.îĄ ř± �

5 ěļ100ŁÒ 2006 ěļÒk�e �ĵ�Ķ→U[e Òk.ô¢Ć�lÇ�Ó���nŌ ř± ;<TIOP�

6 ěļ�ř±�_100î 2006 ěļ�_ŗÿ�e �ĵ�Ķ→U[e ř±Ć�įaĆ¶�.�Í�+�_�åĥ�(+ÿX��* ř± �

7 ËČ� +����ĭ�100î 2007 ËČ� +����ĭ�îĄU[e �ĵ�Ķ→U[e üé��+!�#��ĭ��¦ġ� ºï L>I

8 Â*�	Y��	�£�ºï100î 2007 ¸d�ā �ĵ�Ķ→U[e ņçĕÖĮ�Ĵð ºï �

9 Â*�	Ü��ç�&�Ĩî 2007 Ü�³p��p�òõĬ �ĵ�Ķ→U[e ľŐ�²}����Í��vúç�&��9TKQ.îĄ ºï A�<H>6

10 ñàĨî 2007 ğŘà¯Î �ĵ�Ķ→U[e Ōà�(+à�ď�œ.V· įa �

11 ěļ�ÿ¼100î 2007 ÿ¼Ôķåĥ�nŌw� �ĵ�Ķ→U[e ÿ¼�Ð�MC�6���Ì�Æþ ºï �

12 Ħ�	ěļ�ř±Ćĭď100î 2007 �ĎĴ÷©ý �ĵßí��Ķ→U[e ěļ�ř±Ćĭď�ĿŖ.£Ěi�Æþ ř± �

13 	�)�100Ł� 2008 100Ł�îĄ½¡U[e�śÒ��śÒ��êyÉ�¿�śÒ�ĖŚ�¿� �ĵßí→U[e ÿX�ř±'įa�¦ġ� �õĮ �

14 ��W¯100î 2008 ëō��Yā�YØ�Ĭįa©b �ĵđĩ→U[e ċĔ�įa�ºï��Í ô¢ �

15 �"/�œ100î 2008 ĂěÙİ¿�ÚŘįa�e �ĵ�Ķ→�ÿă¤→U[e Þ�\$Y/���'��Ħ�	œ�îĄ įa ?0�

16 ıã�Łà100î 2008 p�Î �ĵßí→U[e àp�Ĵð�Zó�ßÝ ºï �

17 rĒ�à�ŗ�D>BS�6{ĊĨî 2009 rĒÿX��*�e �ĵ�Ķ→U[e ºï��~ç.Á*Ņ��% ºï �

18 æ,�£��'#�qĨî 2009 `®�p�tcb �ĵ�Ķ→U[e ŕ���q��ãßÝ ô¢ �

19 Ļ��qĨî 2009 Ļ�#���*ĬĎ³�cb �ĵđĩ→U[e �Ě�ň,�Ď³�q.ĜĄ ô¢ L>I

20 ıãĨ� 2009 ĘĠÙİ �ĵą¹→�Ķ→U[e ıã�Ù�	ěļ��q.îĄ ô¢ ¾Û8T@;B

21 Đ�ĸ100� 2009 £�Î �ĵ�Ķ→U[e Đ��ºï'ř±�įa��.Ģ^�+�q�Æþ įa �

22 �%ĀĨî 2010 ğàÎ �ĵßí→�Ķ→U[e �%Ā�ř±'Ňm�Ĵð�ħŎâ�Æþ įa �

23 `ªq��)*100î 2010 `ª³q�bq�Ø�ģ �ÿă¤→U[e `ªq�įaĨî�Ěŋ.¦îĄ�q�nŌ ô¢
FTGR>B�
13�5T7�
E;?0�

24 ęŃ� +��Č_ĭ�Ĩî 2011 ęŃ�ğäĬğøØ�b �ĵ�Ķ→U[e Č_ĭ���Í ºï

A:<QL>I
13�

5T7?0��
¾Û8T@;B�
¾Û]?0�

25 ě�à��+ĭ�Ĩî 2013 ě�³¯�p�Ĭp�bp�ä¬» �ĵ�Ķ→U[e p�Ĵð�q�R6P2�9NT¶� ºï H>6R>B�
;<TIOP�

26 ��+ņĨ� 2013 ��+ņ³p��§Ĭp�ä¬b Īł �qĴð ºï L>I

27 
�-Ĩ� 2013  �ì�ďŃĬ�cåŒb �ĵ�Ķ→U[e #��ĿŖ�Ñ ô¢
éÃ�4RT
=��¨*Èĉ�

gcĈ

28 ��*Ĩî 2014 ŁÁ³Ê�q�b �ĵ�Ķ→U[e ċĔ�įa�±è��Í�q�ÿ����PR ô¢ �

29 oņ³�qĨî 2014 oņ³Ď³�êĬĎ³�cb �ĵ�Ķ→³ŀđĩ→U[e �q�Ĵð��Í ô¢ Æŉ?0�h¥
ŊĄ

30 ěļ�usĨ� 2016 ėĄĤ\őnĕĺÞÿ¼ÔķåĥnŌw�ē �Ķ s�ºïõ�Ħ�Æþ ºï č²L>I
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3-2-1 対象景観別 
 抽出した百選の対象とする景観は、表 3-3 のとおりである。⾃然が 11 個と⼀番多く、

続いて総合が 10 個となっている。また、表 3-3 には、活⽤されている百選の対象景観別、

表 3-4 には活⽤されていない百選の対象景観別に⽰した。 

 その結果、特に景観を区別していない総合は 10 個のうち 9 個が活⽤されいることがわ

かった。⾃然も 11 個のうち 8 個が活⽤されているが、⼀⽅で、⽂化、歴史、建築物では

活⽤されていない数が活⽤されている数を上回っている（表 3-5）。総合、⾃然を対象と

して選定している百選の数⾃体が多いが、活⽤されている数も同様に多いことが明らかと

なった。 

 
表 3-3 対象景観別 

総合 ⾃然 ⽂化 歴史 建築物 

10 11 5 4 1 

 

表 3-4 活⽤されている百選の対象景観別 

総合 ⾃然 ⽂化 歴史 建築物 

9 8 2 1 0 

 

表 3-5 活⽤されていない百選の対象景観別 

総合 ⾃然 ⽂化 歴史 建築物 

1 3 3 3 1 

 

 

3-2-2 選定⽬的と活⽤ 
 表 3-1 をさらに詳しく⾒ていくと、対象とする景観を問わず、景観の周知、保全のため

の啓蒙を⽬的としている百選が多いことがわかる。例えば、「⽇光⽔のある⾵景百選」の

ように保全を⽬的としていても、活⽤されいるものがあれば、同じく保全を⽬的としてい

る「守りたい育てたい湖国の⾃然 100 選」のように活⽤されていないものもある。また、

「⽇本の歴史公園 100 選」のように⽬的の中に観光振興を含んでいるものも、活⽤がされ

ていない。以上のことから、今回の分析では、⽬的と活⽤はあまり関係していないことが

わかった。 
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3-2-3 活⽤⽅法 
 活⽤されている百選の活⽤⽅法を表 3-6 に⽰す。活⽤⽅法としては選定場所のまとめと

して、マップやガイドマップの作成を⾏なっているものが 17 個と多かった。また、その

マップを利⽤したツアーの実施をしているものが 6 個、スタンプラリーが 1 個であった。

他にも選定した場所を対象とした写真コンテストや絵画展等のイベントが開催されてい

る。 

 以上のことから、選定⽬的は環境保全や⽂化資産などの保全のための啓蒙、周知と変化

しているが、観光の視点が完全になくなったわけではないということがわかった。しか

し、イベントは⼀時的なものであり、マップやガイドブックを作成したのみのものも 8 個

あることから、選定後の活⽤にはあまり⼒を⼊れていないことが伺える。 

 

表 3-6 活⽤⽅法 

活用方法 百選（個） 

マップ、ガイドブック等印刷物 

(電子化も含む） 

17 

(マップのみ 8) 

ツアーの実施 6 

スタンプラリー 1 

写真コンテスト 2 

活動支援 1 

学習の場 1 

絵画展 1 

祭りへの出店 1 
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3-3 募集・選定の⼯夫 
 募集要項に景観を選んだ思い、エピソードを記⼊する欄があるものや、選定作業時に区

分けして選定されたものは募集・選定で⼯夫しているとし、表 3-7 に⽰した。応募内容の

景観タイトル、場所については、全ての応募要項に記⼊欄があったため、対象外とする。 

 31 個のうち募集時に⼯夫しているものは 5 個、選定作業時が 5 個、募集時と選定作業時

の両⽅で⼯夫しているものが 4 個だった。百選の活⽤をしていても、選定前に何らかの⼯

夫をしているものは 31 個のうち、半数以下の 14 個であり、実際に活⽤に⾄っているのは

12 個である。募集や選定時に⼯夫して百選を選定することで、多くの百選が活⽤に⾄って

いることから、募集・選定において⼯夫することが重要であるといえる（表 3-8）。 
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表 3-7 活⽤意識 

 

表 3-8 活⽤意識と活⽤ 

 

 

 

 

 

NO łÛ ġ ÐÁ�ńč İ�ÏĶ �Ō �ŌiÇ�ĹÔÅ� �ŌiÇ�øČ¶�Å�

1 ���3��100ø 2006 ��Â¢%Ñć�)���0�
½îÀ80Ñġ�Ģ ÿ® ]KX ø5�őň�

A^gO �

2 zíŎàīø 2006 zĎ#íŎà%į� Æù � � Őķï4¬ŕ

3 ŀŏ$º���
���ă%Ś»čĳu´100ø 2006 ĕ½!�ă%§Ŕāé�

í¹�$Ą�1�ä%áð ĳu Ĕ¼WK> ı¦�
9UG�P �

4 YcM�Dg?100ø 2006 �¨ĄÝ!��%�ąk¹4øČ�
ĽĠæĴË�ý�135ġÃ� Ś» � � �

5 Ġļ100łß 2006 ß~4�Ó%à!���Ō�
�xöœ40Ñġ�ĢÃ� Ś»

<7PWK>�
EIgXbc��
�Ó%à

�
}ĕěĮ��/1ßhÞ
5ßhğ�ß~4�Ó%

à!���Ō

6 Ġļ%Ś»©r100ø 2006
Ś»č�ĳučÂ¢%ĸĂ��Ō��¨å���
Ř$Ŀ��ĈlËx%É£�ĕ½©rĻÀ 50	Ñ

ġ�ĢÃ�
Ś» � � �

7 Øē¡'1�!%¡İ�100ø 2007 İ�4´¹!����+#���
�%£Ă4ë1 Æù ]KX�L6��A�E ¾�Õ�

9UG�P
ĳÜ%7^�D4ċ����

Êç¸p

8 Í0��m���¥¯%Æù100ø 2007 ņòĚâı%ĸú Æù � � �

9 Í0��è¤%ò�,%īø 2007 ŀŏ%¼���$�Ú������ò�,%%
Cg[d4øČ Æù N�IWK>�eKPN�

IWK>%�üÂŖ i�§�x �

10 ûíīø 2007 Ōí$.1í�Ė�Œ4jÄ ĳu � � �

11 Ġļ%ĈÈ100ø 2007 ĈÈ£Ý%`Q�>�% Ù�Ñć Æù Ĕ¼]KX�y÷× � ;MBc4ö�ąĬč#
vÖ4øČ

12 ĩ��Ġļ%Ś»čİĖ100ø 2007 Ġļ%Ś»čİĖ%ŁŘ4¯ğ|$Ñć Ś» � � �

13 �&/�100ł� 2008 Ĉl%Ś»-ĳu%±ĥ� �Āı � � �

14 �&k¹100ø 2008 Ēę�ĳu�Æù%�Ú ÿ® <7PWK> 8�%H�gĲ� �

15 $(5%Œ100ø 2008 ê%o*�m5���-� 
ĩ��Œ%øČ ĳu L6��]KX � �

16 ĵð%łí100ø 2008 í��ĸú%nþ%ìé Æù � � �

17 �Ę�í!ř%RKOf�>�đīø 2009 Æù!%�ò4Ì0Ņ��+ Æù �ĚĨŌ¿s�6PS7E � �

18 ñ2%¯��-)��īø 2009 ŗ«#��%�ðìé ÿ® � � �

19 ĵðī� 2009 ĵð%æ��Ġļ%��4øČ�
ĝĤæĴËý��	
ÑġÃ� ÿ® ÊçAgMEO � ĈlSbgE4¬ŕ

20 ė%ĺ100� 2009 ė�%Æù-Ś»�ĳu#"4
Ħq�1��%Ñć ĳu � ê�%o*�

¾�
1ė��0²Ć	�

) øČ

21 �+ĉīø 2010 �+ĉ%Ś»-Ň��ĸú%Īōï%Ñć ĳu � � �

22 tµ�¨�/0100ø 2010 tµ�¨ĳuīø%ğŋ4±øČ�
�¨�Ō ÿ® c�VeKO�8:�=g

?L6��SEL6� � 6g@�OĊ°

23 3�)�'��3��ZEOMg 2010 #)�#*%jÄĸú-ŁŘ�1����0�½
î70Ñġ�ĢÃ� ÿ® ]KX�õÎ�8:�=g

?L6�
9UG�P�
Ĉ�Ĳ� XeFg

24 ĞŃ%'1�!ērİ�īø 2011 ērİ�%�Ú Æù
NDId]KX�8:�=
g?L6��ÊçAgME
O�Êç¸pL6�

� �

25 ãÒ�óŃă'1�!��100ø 2012 Æľ�����%øČ ÿ® ·¼�;egJ��\E
I��Ĝ¹ĭħĤāé � �

26 Ġ¨í%�1İ�īø 2013 ��ĸú Æù WK>eKO�EIgXb
c�

�¨e>c9�
CagÂ¢

Ĉl�ĲņSbgE
%ģŕ

27 ��1ņī� 2013 ��ĸú Æù ]KX � �

28 "�3ī� 2013 )�%ŁŘªÞ ÿ® õÎ�;egJ��³0Õ
Đ�{wď � �

29 #!0īø 2014 Ēę�ĳu�»ô%�Ú��¨Ĉ!��%PR ÿ® Ĕ¼]KX � �

30 Ġļ%��ī� 2016 �%ÆùĀ�ĩ%Ñć Æù Ĕ¼]KX � �

31 �ņ½'1�!��īø 2016 ��%ĸú��Ú ÿ® T_�\7gO�]KX�
ÑŉL6��ú�ŊČ� M�]Ķ©Ĺ �

     活用意識 百選（個） 実際に活用している（個） 

募集 5 5 

選定作業 5 4 

募集・選定作業 4 3 
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 3-4 募集から活⽤までのプロセスの把握 
 本研究では、百選の募集から選定までの⼀連の流れを対象とするため、表 3-4 で⽰した

百選のうち、募集、選定作業の段階から活⽤を意識し、実際に活⽤されている 3 つの百選

を抽出する。そのうち、百選選定当時の担当者と連絡を取ることができた以下の 2 つの百

選を対象に半構造化インタビューを⾏なった。選定前の活⽤意識等、戦略的に募集が⾏わ

れていたかを明らかにするため、百選の募集から選定についての詳細について質問をし

た。調査によって把握した内容を表 3-9 に整理した。 

 

表 3-9 半構造化インタビュー内容整理 

 

  

 

ヒアリング項⽬ 意図 藤沢市 ⽇光市 分析 

選定⽬的 活⽤意識の有無 ・市制 70 周年 

・景観の発掘、再認識 

・⽔環境の保全促進 

・観光レクリエーション資源として

活⽤ 

⽇光市は活⽤を意識して選

定⽬的を設定 

選定対象 どのような応募を

求めているのか 

・⾃然、市⺠活動によって創 

られてきた景観等 

・⽔に関係する⾵景 

（⽣活⽂化も含む） 

⽣活⽂化や市⺠活動等を含

んだ景観の募集 

選定基準・⽅法 ⼯夫しているか ・13 地区ごとにベスト 10 を選出 

実⾏委員会→⼀般投票→実⾏委員会 

・地域、分野バランスに配慮 

・⽔のシンボル 

・知られざる名所の掘り起こし 等

実⾏委員会→⼀般投票→実⾏委員会 

特定の地域への集中を避け

るためにバランスを考慮し

て選定 

周知⽅法 戦略的に考えられ

ているか 

⼩学校、広報誌、新聞、ポスター掲

⽰、祭り、ラジオ DJ、まち歩き 

市施設、観光拠点、駅、観光案内

所、市 HP 

戦略的ではないが、多くの

⼈の⽬に触れる場所で周知 

募集要項 景観の詳細、その場で感じたこと、

体験したこと、景観の住所・位置

図、応募者情報 

景観タイトル、景観住所・位置図、 

応募者情報 

藤沢市では応募者のコメン

トも募集 

選定後の活⽤ 切⼿、マップ、ウォーキングツアー ブックレット、観光情報、スタンプ

ラリー 

マップやブックレットを作

成するだけではなく、それ

を活⽤したツアーやイベン

トを実施 



 34 

また、半構造化インタビューによって把握した内容の詳細については以下の通りである。 

 

（1）	 わがまちふじさわ景観ベストテン（2010 年） 

 

   【⽬的】 

    2010 年に市制 70 周年を迎えるにあたり、市⺠のかけがいのない財産である「景  

    観」を発掘・再認識し、次世代に引き継いでいくことを⽬的とする。  

 

【選定対象】 

 先⼈の知恵の積み重ねで形成されたまち並み、原⾵景を今にとどめる⾃然、市⺠

活動によって創られてきた景観等、どれも藤沢の誇りであり、藤沢を語る上で⽋か

せないもの。 

 

【選定基準】 

 当初はベスト 10 の予定だったがみんなの知っている場所しか出ないことを懸

念し 130 を選定する（市内で 100 にすると江ノ島、湘南等に偏るため、13 地区

ごとに景観ベスト 10 を選ぶ） 

    

    【選定⽅法】 

     ・藤沢市全体としてのベスト 10 の選定 

      選定基準に基づきながら、学識経験者や関係団体の代表らで組織する実⾏委   

     員会によって選考 

     ・地区ごとのベスト 10 の選定 

      ①⼀般投票 

       公⺠館まつり等にて実施 

      ②実⾏委員会 

       それぞれの地域の住⺠で組織する実⾏委員会により決定 
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【周知⽅法】 

  ・⼦供⽤の募集要項を作り、⼩学校に配布 

  ・広報ふじさわ、新聞、ポスター掲⽰、地域の祭り 

  ・ラジオ DJ で毎⽇広報 

   （効果があったのかはわからない、“けいかん”という⾔葉が理解してもら  

    えない） 

  ・写真やウォーキングを趣味としている⼈たちと⼀緒に地域を歩き、その   

   場で応募してもらう 

   

【応募⽅法】 

 １⼈何回でも可能。⼿段はインターネット、郵送、FAX、電⼦メール。 

 

 【募集要項】 

  ・景観の詳細（どこで、何を、いつ） 

  ・その場で感じたこと、体験したこと等 

  ・住所、位置図 

  ・応募者情報(⽒名、住所、電話番号、メールアドレス) 

 

 【選定後の活⽤】 

      ・切⼿の作成	

      ・マップ作成 	

       ３００円で販売 ４０００部ほど売れている（駅の売店が売れ⾏き    	

       が良い）マップを活⽤して現在も毎⽉歩いてもらっている。１コース	

       １０km 以内。運営は湘南ふじさわウォーキング協会が⾏い広報のみ藤	

       沢市が⾏なっている。昨年１年間で 1386 ⼈が参加。そのうち３２７名	

       が広報誌を⾒て参加しており、その他はウォーキング協会の⼈であ	

       る。シニア層は健康のために歩くポイントを探している。	

 

  【選定前の活⽤意識】 

  応募要項に景観のタイトルだけではなく、どこからみるのか、季節や時間  

  などの詳細の記⼊欄や、その場で感じた事、体験した事の記⼊欄が設けてあ 

  る。さらに、選定時にバランスを考慮し、地区ごとのベスト 10 の選定をして  

  いる。 
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    図 3-1 ふじさわ景観ベストテン マップ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 図 3-2 ウォークングツアーの実施 

（湘南ふじさわウォーキング協会より引⽤） 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

（2）	 ⽇光⽔のある⾵景百選（2013 年） 

 

【⽬的】 

 多彩な⽔環境・⽔資源に恵まれている⽇光市の「⽔のある⾵景」について広く情

報を発信し、理解と保全を促進することを⽬的として選定。エコツーリズム等の観

光レクリエーション資源としての活⽤も期待できることから、市⺠と滞在者と 

の交流機会創出という⽬的を併せ持つものとする。 

 

【選定対象】 

     市内に存在する、⽔に関係する⾵景（⽣活⽂化も含む）で、広く⼀般に公開さ 

    れているものを選定の対象とする。 

 

【選定基準】 

①	選定の前提 

   ・地域のバランスに配慮（特定の地域や地区からの集中を避ける） 

      ・分野のバランスに配慮（河川、湖沼、湧⽔等の単位からの集中を避ける） 

②	選定の視点 

    ・⽇光市の⽔のシンボル 

・知られざる名所の掘り起こし 

    ・地域や地区の代表的⾵景 

    ・⽣活⽂化と⽔との豊かな関係 

    ・⼀般投票の得票 

 

    【選定⽅法】 

    ・⼀次審査 

 選定基準に基づきながら、⼀次審査で 200 ⾵景程度に絞り込む。１⾵景につき

複数の応募が寄せられているものはこの時点で集約し、代表１点に絞り込む。 

・⼀般投票 

 市⺠や市外の⽅の意⾒を参考とするため、投票者は市⺠・市外を問わない。 

 

【周知⽅法】 

  ・市施設、観光拠点、駅、案内所等に写真を展⽰するほか、市 HP に⼀次候 

  補⾵景の写真を掲載。 
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【応募⽅法】 

  １⼈１回限り、５⾵景まで投票可能。⼿段は、写真展⽰場所での直接投  

 票、郵送、FAX、電⼦メール。 

      

     【募集要項】 

  ・景観のタイトル 

  ・住所、位置図 

  ・応募者情報(⽒名、住所、電話番号、メールアドレス) 

 

     【選定後の活⽤】 

      ・ブックレットを２万部作成し、市内の⼩中学校、観光関連施設に配布 

      ・百選のコンテンツを新たな観光資源として位置付け、「⽇光、⽔のある   

       旅」として、情報提供、誘客を図っている（2016 年度はスタンプラリー、     

       ⼝コミキャンペーンを実施） 

       選定後のエコツーリズム等における活⽤については、⽇光市観光部で積極   

       的に⾏なっている。 

 

  【選定前の活⽤意識】 

       選定⽬的にエコツーリズム等の観光レクリエーション資源としての活⽤を  

      含んでいる。また、選定時には地域のバランスに配慮するとともに、明確な 

      選定の視点を設定している。 
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 図 3-3 ⽇光⽔のある⾵景百選 ブックレット 

 

 

 

  図 3-4 ⽇光⽔のある旅 ホームページ 
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3-5	 活⽤課題と可能性	

 両市への半構造化インタビューによって、百選の活⽤を意識していても募集から選定、

活⽤までの⼀連の流れが戦略的に考えられているわけではないことが明らかになった。ま

た、選定した百選を活⽤していくための課題として、選んだ場所を観光地にしていくのは

難しく、観光地にしていくためには、⾵景だけではなくその場所での体験等を含んだスト

ーリー性が必要だということを把握した。そのため、現状としては、百選をまとめたマッ

プよりも既にストーリーがあるロケ地マップが圧倒的に⼈気であることがわかった。	

 また、百選を選定してマップを作成することが⼀般的になっているが、百選をうまく活

⽤すれば、シティプロモーションに繋がるのではないかと、ふじさわ景観ベストテンの担

当者が述べていた。	

	

3-5-1	 シティプロモーションの事例	

 そこで、神奈川県開成町とみちのおくの芸術祭⼭形ビエンナーレのプロモーション事例

を紹介してもらい、担当者へヒアリングを⾏った。その結果、シティプロモーションのた

めに写真にキャッチコピーをつける等、ストーリーづくりが⾏われていることがわかっ

た。そこで、百選においても写真だけではなく、応募者の思いや体験等のコメントも同時

に募集することで、活⽤と繋げることができると考える。以下にヒアリングの詳細を⽰

す。	

	

（１）	神奈川県開成町「かいせいびより」	

 開成町にはまだまだイメージも知名度もなく、町⺠に愛着を持ってもらうため、町外の

⽅には関⼼を持ってもらうための新たなスタートとして、２０１５年の町政 60 周年をき

っかけに町のブランディングに取り組んでおり、その集⼤成としてプロモーションブック

「かいせいびより」を制作している。86 点の厳選した写真の半数にコピーライターがキャ

ッチコピーを付け、場所やイベントの説明は⼀切載せない、⾏政の刊⾏物としては異例の

写真集となっている。 

 事業の核となるデザインは、地元で上映会を⾏った映画「じんじん」の広報デザインを

担当していた株式会社 doppo が担当している。実現の背景には、情報の受け⼿側に⽴って

いらないものを削ぎ落として来た、町とデザインの専⾨家の共同作業があった。これまで

ロゴやコピーだけではなく、印刷物から幼稚園バスまで 200 点以上にのぼるデザインを少

しずつ発注し、課を超えて横断的にブランディングを統⼀している。 

 カメラマンやディレクターが 10 回以上開成町に泊まり、⾃転⾞で⼀⽇町を回って写真

を撮りためる作業をしており、プロモーションブックやフェイスブックページには、あじ
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さいや桜のある⾵景、お祭りに集う町の⼈、住宅や学校、商店の何気ない⾵景など、指⽰

されることなくプロが⾃⾝の⽬線で切り取った町の⼀瞬が、短いコピーとともに掲載され

ている。今後は、近隣住⺠と連携したブランドづくりにも⼒を⼊れていくようである。 

 現在、開成町は神奈川県内最⼩⾯積であるにも関わらず、⼈⼝増加率がトップとなって

いることから、シティプロモーションによる効果は⼤きいということができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-5 かいせいびより 

 
図 3-6 かいせいびより掲載写真 
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（２）	みちのおくの芸術祭⼭形ビエンナーレ「ブットープ⼭形」 

  ブックトープ⼭形は、⽂化庁「⼤学を活⽤した⽂化芸術推進事業」の⼀環、みちのお

くの芸術祭⼭形ビエンナーレと連携して制作された、ガイドマップとしての⼩説集であ

る。都市を五感で楽しむ劇場とし、実在のお店や名物店主が登場する地図⼩説を⽚⼿に、

作品の舞台を歩くことで読者は物語の主⼈公になることができるというものだ。 

 この本の編集者であるナカムラクニオ⽒は、有名な作家ではなく、学⽣や市⺠がフィー

ルドワークを通して⼩説を執筆したもので、まち中は物語の宝庫であり、１⼈１⼈が⾯⽩

いのでうまく抽出し、”⼈”に注⽬した。物語が⾝近にあるような機能性を持たせることで

永久的に循環が起き、⾏政や担当者がいなくなっても機能する仕組みとなると述べてい

る。 

  

 

図 3-7 ブックトープ⼭形 
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3-6 ⼩結 
 第 3 章の結果から、百選の活⽤⽅法としてはマップ等の作成が多く、選定⽬的は環境保

全や⽂化資産などの保全のための啓蒙、周知と変化しているが、観光の視点が完全になく

なったわけではないということがわかった。 

 また、 “選定して終わり”にならないためには、選定後に活⽤を考えるのではなく、募集

や選定の段階から活⽤を考えていくことが重要であることを把握した。 

 さらに、選んだ場所を訪れてもらうためには、⾵景だけではなく、ストーリー性が必要

だという課題と、シティプロモーションへの活⽤の可能性が明らかになった。 

 そこで、次章では募集や選定段階から活⽤を意識し、応募者のその場所への思いや体験

等、ストーリー性のある応募を集めることで選定後の活⽤へと繋がるのではないかと考え

た。 
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第 4 章：活⽤するための仕組みを意図した百選の募集⽅法   

4-1 はじめに 

 第４章では、募集や選定段階から活⽤を意識し、応募者のその場所への思いや体験等、

ストーリー性のある応募を集めることで選定後の活⽤へと繋がるのではないかと考えた。 

 2、３章の結果から戦略的な活⽤モデルを構築し、そのモデルを実際の百選選定事業に

組み込むことで活⽤促進の可能性を明らかにする。そこで、⼋王⼦景観 100 選を対象とす

る。 

⼋王⼦市では、景観法施⾏前の平成 13 年に⼋王⼦⼋⼗⼋景を選定しているが、市制 100

周年を記念して新たに⼋王⼦景観 100 選が選定されることとなった。新たに選定する 100

選では、⼋⼗⼋景との違いを出すために応募⽅式に⼯夫が必要であるため本研究の調査対

象として適切である。 

 研究⽅法は、百選の募集から選定までの⼀連の流れを対象とし、観光のコンテンツとし

て百選と上⼿く連動させるための仕組みについて、実証実験として⼋王⼦景観 100 選に組

み込んだ。また、⼋王⼦市は過去に⼋王⼦⼋⼗⼋景を選定しているため、今回実施した⼋

王⼦景観百選と⽐較することで、実証実験の効果を検証した。 
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4-2 百選の活⽤戦略モデル 
 2、３章で把握した百選の対象景観、選定⽬的、活⽤⽅法をもとに、百選の活⽤戦略モ

デルを検討した（図 4-1）。３章で述べたように、百選を選定後に活⽤していくために

は、選定前から活⽤を意識することが重要である。また、⾃然景や⽂化的景観等の今まで

の百選が選定対象としてきた景観だけではなく、⽣活景や原⾵景、地域の代表的景観等の

新たな景観も対象とすることで活⽤の幅も広がると考える。さらに、今までの百選では、

対象景観ごとに決まった活⽤がなされているわけではないため、ここでは対象景観ごとに

⽬的、活⽤⽅法を予め想定する。このモデルをもとに百選のニーズにあった活⽤⽅法と対

象景観を選定することで活⽤促進へと繋がるだろう。 

 

 

図 4-1 今までの百選と活⽤戦略モデル 
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4-3 実証実験の実施 
 図 4-1 に⽰した百選の活⽤戦略モデルを実際の百選選定事業に組み込み、効果を検証す

る。そこで、景観法施⾏前の平成 13 年に⼋王⼦⼋⼗⼋景を選定している⼋王⼦市にて、

市制 100 周年を記念して新たに選定されることとなった⼋王⼦景観 100 選を研究の対象と

する。⼋⼗⼋景との違いを出すために応募⽅式に⼯夫が必要であるため、活⽤戦略モデル

を⼋王⼦のニーズに当てはめ、⼋王⼦景観 100 選に実証実験として組み込んだ。 

 
4-3-1 ⼋王⼦⼋⼗⼋景 

 ⼋王⼦⼋⼗⼋景について、データが残っている当時の資料と⼋王⼦市役所の担当者への

ヒアリングをもとに下記に詳細を⽰す。 

 
【⽬的】 

⼋王⼦の「顔」となる景観を広く募集し、市⺠とともに「⼋王⼦・⼋⼗⼋景」の選定を⾏

う。美しくうるおいのある景⾊、現代的な都市景観、歴史的な街並みや⾏事など、⼤切に

したい場所や眺めの選定。 

 

【応募期間】 

平成 12 年 6 ⽉ 1 ⽇〜8 ⽉ 31 ⽇ 

 

【応募資格】 

⼋王⼦市⺠に限らず、1 ⼈何箇所でも応募可能 

 

【応募⽅法】 

・持参 

・郵送（ハガキ、封書） 

 

【募集要項】 

・どこの、どんな景観か（景観の所在地、ながめる位置や⽅向など） 

・いつが⼀番素晴らしいか 

・推薦理由 

・参考写真（なくても可能） 

・応募者個⼈情報（住所、⽒名、性別、年齢、電話番号） 
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【例⽰】 

１.	⽔辺空間がおりなす景観 

２.	みどり・公園の⾃然的景観 

３.	みち・まちかどの景観 

４.	歴史的な街並みや⾏事 

５.	新しい市街地の景観 など 

 

【応募数】 

 457 件 

 

【選定⽅法】 

1.選定委員会 

 約 200 箇所に絞る 

2.市⺠投票 

 市内の各会場で来場者にその場でお気に⼊りの候補地に投票してもらう 

 期間：平成１３年 7 ⽉ 14 ⽇〜8 ⽉ 22 ⽇ 

 会場：市役所本庁舎、⼣焼⼩焼館、総合福祉センター、⼋王⼦まつり、クリエイトホー   

    ル、元⼋王⼦市⺠センター、中野市⺠センター、⽯川市⺠センター、恩⽅市⺠セ 

    ンター、南⼤沢市⺠センター、浅川市⺠センター、由⽊中央市⺠センター、川⼝ 

    やまゆり館 

 3.投票をもとに選定委員会にて選定 

   「みどり・公園の景」、「⽔辺の景」、「歴史・⽂化の景」、「まつり・⾏事の  

    景」、「建築物の景」、「みち・まちかどの景」の 6 種類に分類し、各地域ごと 

    の景観特性やバランスなども考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

【選定後の活⽤】 

・位置図 (図 4-3) 

・パンフレット (図 4-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-2 ⼋王⼦⼋⼗⼋景パンフレット    図 4-3 ⼋王⼦⼋⼗⼋景位置図 
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4-3-2 ⼋王⼦景観 100 選 
 3 章で募集や選定段階から活⽤を意識し、応募者のその場所への思いや体験等、ストー

リー性のある応募を集めることで選定後の活⽤へと繋がるのではないかという仮説を⽴て

たが、その検証をするために⼋王⼦景観 100 選を実証実験の対象とする。 

 図 4-4 の通り、活⽤戦略モデルに⼋王⼦のニーズを当てはめ、⼋王⼦景観 100 選の活⽤

戦略モデルを検討した。応募⽅式について筆者も審議委員である川原⽒と共に作成した。

また、例⽰ごとに公募者以外の応募ターゲット、活⽤⽅法の想定、連携団体、活⽤⽅法を

イメージしたフレームを設定した。 

 ⼋王⼦⼋⼗⼋景では、対象物を選定しており、視点場や全体の景⾊などを含んだものに

するために新たに 100 選を実施する。そこで 100 選では、以下の視点を加える。 

・募集時から活⽤を想定 

・公募者以外の応募ターゲットと連携団体の設定 

・新しい景観の捉え⽅により、個⼈だけではなく多くの⼈に共感されるものとする（⽬に

映る景観だけではなく、その場所の歴史や⽂化的な背景等の時間的な要素、⾵や光、⼈の

動き等の動的な要素を含めたもの） 

・求めたい景観テーマの例⽰を提⽰ 

  

 
図 4-4 ⼋王⼦景観 100 選の活⽤戦略モデル 

 

 

市内の大学 まちづくり協議会等 観光協会等

外国人留学生 観光客まちづくり組織ターゲット限定

連携団体

市民

ターゲット限定なし

活用方法の想定 シティプロモーション 観光ルートの作成景観・まちづくり

八王子のニーズ
（目的） 八王子らしさのPR まち歩きやバスツアーの開催まちのイメージアップ エリアマネジメント

八王子景観100選 活用戦略構想

対象景観と
応募テーマ・様式

八王子景

外国人に伝えたい八王子
様式：写真＋コメント

シークエンス景

訪れて見つけた
八王子の魅力

様式：組写真＋コメント

生活景

次世代に残したい
八王子の日常的な風景
様式：写真＋コメント

川
原
研
究
室
と
し
て
提
案
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【⽬的】 

 平成 29 年度に市制 100 周年を迎え、同時に⼋王⼦市景観計画の運⽤開始から 5 年を経

過する節⽬に、景観に対する意識を⾼めるとともに、良好な都市景観の保全と活⽤に役⽴

てることを⽬的とする。具体的には、募集の段階から図 4-5 のように景観施策、まちづく

り、観光の促進を図るために、予め活⽤イメージを持っている。 

 

図 4-5 ⼋王⼦景観 100 選の⽬的と施策展開  

 

 

【応募期間】 

平成 28 年 8 ⽉ 1 ⽇〜10 ⽉ 31 ⽇ 

 

【応募資格】 

⼋王⼦市⺠に限らず、1 ⼈何箇所でも応募可能 

 

【応募条件】 

・景観を⾒る場所は市内に限定するが、景観の対象は市外であるものも可能 

・景観を⾒る場所を特定（住所、現地の標⽰物、〇〇橋、〇〇公園等） 

・⼀般の⼈が⽴ち⼊ることができない場所からでないと⾒られない景観は対象としない 

 

景観施策
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【応募⽅法】 

 応募⽅法は以下の通りだが、応募者の個⼈情報を含むため、内容の公開が難しいという

ことから、⼋王⼦市とは別に独⾃に川原研究室として電⼦申請サービスページ、facebook

ページを作成し、募集を⾏った。 

⼋王⼦市 

・持参 

・郵送 

・電⼦メール 

・電⼦申請サービス 

川原研究室 

・facebook 

・電⼦申請サービス 

 

【募集要項】 

・景観の名称 

・景観を⾒る場所（〇〇から眺めた□□のように具体的に記⼊） 

・景観を⾒る時期（季節、⽇時、時間帯等） 

・私がこの景観を選んだ理由（⼋王⼦市景観 100 選にふさわしいと思う想いを記⼊） 

・応募者個⼈情報（⽒名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス） 

・参考写真（なくても可能） 

 

 

【例⽰】 

 2、3 章の結果をもとに、応募⽅式について筆者も審議委員である川原⽒と共に作成し

た。図 4-4 の通り、例⽰ごとに公募者以外の応募ターゲット、活⽤⽅法の想定、連携団

体、活⽤⽅法をイメージしたフレームを設定した。本研究ではこの⼀連のながれを活⽤戦

略モデルとする。また、表 4-1 の通り 3 つの例⽰を⽰した。近年の新しい景観概念である

シークエンス景、⽣活景や⼋王⼦の代表的な景観を⼋王⼦景とし、それぞれ応募を誘導す

る例⽰となっている。例⽰を⽰すことで、景観の名称や景観を選んだ理由にストーリー性

を含んだ応募の増加が期待できる。 
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表 4-1 ⼋王⼦景観 100 選例⽰ 

 
 

【周知⽅法】 

以下の通り、各拠点、各団体やイベントにて募集要項の配布を⾏った。 

⼋王⼦市 

・⼋王⼦インフォメーションセンター、観光まちなか案内所、⾼尾⼭⼝観光案内所 

・市のホームページ、SNS 

・⼦どもフェスティバル（2016 年 10 ⽉ 10 ⽇） 

川原研究室 

 図 4-4 に⽰した各例⽰のターゲットを中⼼に周知に取り組んだ。観光客に応募してもら

うために、観光案内所等にも川原研究室として協⼒を依頼したが、⼋王⼦市の募集要項を

設置していたため困難であった。協⼒を得た拠点、団体を表 4-2 にまとめた。 

 

表 4-2 川原研究室としての周知 

 

・Mt.TAKAO（2016 年 10 ⽉ 1,2 ⽇） 

 

 

 

公共空間において、人々の生活の営みがにじみ出た景観
があります。街角、通り（路地）、繁華街、公園などの
「公共的な場所・空間」で、「多くの人」が魅力的とか
居心地よいとか愛着を感じる景色を、必要に応じてそこ
での人々の活動も含めた写真や絵などと一緒に応募して
ください。

八王子らしい景観、八王子の中にある日本らしい景観が
あります。ラグビーワールドカップやオリンピック・パ
ラリンピックを迎えるにあたり、世界の人々に八王子の
魅力が伝わるような景色を応募してください。

映画のように、いくつかの場面がつながることによって
心に残る景観があります。時間によって移り変わる景色
（朝焼け、夜景、風物詩、四季）や、歩くなどして場所
を移動することで移り変わる景色で、心に残る体験がで
きるものを2～4枚程度の写真や絵などと一緒に応募し
てください。

八王子景
八王子の代表的な風景

シークエンス景観
次々と見えてくる景観の連続性や変化

生活景
日常の生活シーンの一コマ

例示景観の種類
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【応募数】 

 751 件（このうち川原研究室への応募は 85 件） 

 

【選定⽅法】 

1.選定委員会 

 約２００箇所に絞る 

2.パネル展 

 浅川事務所、元⼋王⼦事務所、北野事務所、南⼤沢事務所、本庁舎、道の駅⼋王⼦滝 

 ⼭、⼋王⼦駅コンコース、⼋王⼦駅南⼝総合事務所にて平成 29 年２⽉に実施予定、 

 ホームページにも掲載し、候補地に対する意⾒を募集。 

3.意⾒を参考に選定委員会にて選定 

 平成 29 年 10 ⽉に選定予定 
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4-4 ⼋王⼦⼋⼗⼋景と⼋王⼦ 100 選の⽐較 
 本研究で扱う応募は 85 件あった。そこで、⼋王⼦⼋⼗⼋景の選定場所と⼋王⼦ 100 選

の応募場所をそれぞれ、みち・まちかどの景、建築物の景、観光・⽂化の景、歴史・⽂化

の景、⽔辺の景、みどり・公園の景ごとにマッピングし、⽐較することで今回の実証実験

の効果を検証した（図 4-6〜12）。また、例⽰については応募内容をテキストマイニング

し特徴を明らかにした。 

 その結果、全体では、⼋⼗⼋景で選定された場所のうち、今回応募のあった場所は 14

ヶ所だったことから、100 選の応募では⼋⼗⼋景には選定されていない多くの景観を集め

ることができた。100 選では、歴史・⽂化の景の応募が少なかったが、⼀⽅で、みち・ま

ちかどの景の応募が多くみられた。また、⼋⼗⼋景ではほとんどが視対象だが、100 選で

は“〇〇からの眺め”のように視点場も多く、“⾼尾⼭の紅葉”や“吊り橋、その先”のよう

に、タイトルからその景観の良いところや伝えたいものがわかるものが多い。そして、

100 選ではその景観に対する思い、意味などが付与されている点や、住宅地内の公園やせ

せらぎなどが評価されていることが特徴である。 

 

図 4-6 ⼋⼗⼋景・百選の全体⽐較 

 

八王子八十八景選定場所 八王子景観100選応募場所

�88�� �85��
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4-5 応募内容の分析 
 写真や応募コメントをもとに、⼋王⼦⼋⼗⼋景と同様に、みち・まちかどの景、建築物

の景、観光・⽂化の景、歴史・⽂化の景、⽔辺の景、みどり・公園の景に分類し、表 4-5

〜4-11 に⽰した。併せて景観の構成要素である季節や時間を景観要素として分類した他、

視対象、視点場の分類も⾏った。その結果、みち・まちかどの景の応募が 32 件と多く、

例⽰を⽰した効果があったと考えられる。また、応募コメントから⼋王⼦景、シークエン

ス景、⽣活景を意識しているものをテキストマイニングにより抽出した。 

 

【分類⽅法】 

(1) 景観タイトル、応募コメントを読む 

(2) 応募写真をみて内容補⾜ 

(3) 景観要素、景観構造の分類 

 

 応募コメントで例⽰を意識していると考えられるものが半数以上抽出できたことから、

例⽰を⽰して募集を⾏った効果があることがわかった（表 4-3）。その中で、何気ない景

観でも⼋王⼦らしさとして外国⼈に伝えたいといったものや、写真は 1 枚だけのものでも

コメントをみると、シークエンス景を意識しているものがあった。また、⾸都⼤の並⽊道

のように、⼋王⼦景とシークエンス景の両⽅に当てはまるものもある。さらに、全ての景

で視対象だけではなく視点場の応募も多くあったことを把握した。 

 表 4-4 には、季節と時間を含むものを抽出した。季節は春夏秋冬、四季に加え、それと

関連するキーワードを含むものを抽出し、時間もそれと同様に抽出した。季節では、春と

秋の応募が多く、時間は突出しているものはなかったが、景観要素を含むものも半数以上

抽出できたことから、こちらも例⽰を⽰した効果があったといえる。このような景観も⼋

⼗⼋景にはない視点である。 
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表 4-2 みち・まちかどの景応募写真より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-4 観光・⽂化の景応募写真より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-6 ⽔辺の景応募写真より抜粋 
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表 4-3 例⽰を意識したと思われる応募の抽出 

 

 

 

 

表 4-4 景観要素を含んだ応募の抽出 

⼋王⼦景 

キーワード：⼋王⼦ならでは、学園都市、 

都内ではここにしかない、⽇本らしい、象徴 

視対象 応募数 

店蔵 2 

⼋王⼦まつり 1 

滝⼭ 1 

⾼尾⼭ 1 

視点場 応募数 

⾸都⼤の並⽊道 2 

和⽥峠 1 

⾸都⼤学の裏⾃転⾞登⼭道 1 

三井アウトレットパーク 

多摩南⼤沢につながる歩道 

1 

多摩ニュータウン通り 1 

⾸都⼤ 1 号館 1 

絹の道 1 

⾸都⼤学東京の学⽣ホール前 1 

計 14 

シークエンス景 

キーワード：出現、移り変わり、感動的 

視点場 
応募

数 

相模原線 1 

⾸都⼤の並⽊道 1 

⾸都⼤前並⽊道 1 

⾼尾⼭登⼭コース 4 号路 1 

⻑池⾒附橋 2 

⼤栗川桜並⽊ 1 

せせらぎ緑道 1 

ノナ柚⽊坂 1 

⾼尾⼭ケーブルカー 1 

⾸都⼤学東京の学⽣ホール前 1 

⼩⼭内裏公園へ続く道 1 

計 12 

⽣活景 

キーワード：居⼼地が良い、⼈のあたたかさ、⽣

活感、⽇常⽣活、地域イベント、コミュニティ 

視対象 応募数 

⼤栗川沿いのオブジェ 1 

⾸都⼤の 11 号館横の池 1 

⼤栗川キャンドルリバー 2 

ユギムラ牧場 1 

⻑房鯉のぼりまつり 1 

⾃然の学校 1 

磯沼ミルクファーム 1 

浅川河川敷 2 

⾼尾の森わくわくビレッジ 1 

南⼤沢中郷公園 1 

視点場 応募数 

国道 16 号線⼤和⽥⼩ 

交差点の近くの歩道橋 

1 

南⼤沢の遊歩道 1 

北只沼橋 1 

計 15 

景観要素 

季節 時間 

春 夏 秋 冬 四季 朝 昼 ⼣⽅ 夜 

抽出キーワード 

桜、トチノキ、 

たんぽぽ、鯉のぼり 

夏祭り 紅葉、いちょう 雪 移り変わり、春夏秋冬 通勤 ランチ ⼣⽇ 

夜桜、キャンド

ルナイト 

抽出数 14 2 10 3 6 2 2 3 4 

計 35 11 
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4-5-1 応募ターゲット 
 募集要項に属性を追加することができなかったため、図 4-4 に⽰した各例⽰のターゲッ

トを中⼼に周知に取り組んだ結果の詳細を分析することはできないが、応募者の年齢は図

4-12 の通りである。20 代の応募が多いことから、協⼒してもらった⼤学の学⽣からの応募

が多くあったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13 応募者年齢別 

  

n＝85 

==＝ 
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4-6 ⼩括 
 活⽤戦略モデルをもとに、募集要項に近年の新しい景観概念であるシークエンス景、⽣

活景や⼋王⼦の代表的な景観を⼋王⼦景とし、それぞれ応募を誘導する例⽰を⽰すこと

で、景観に対する思いや意味などが付与されたストーリー性のある応募コメントが多く集

まった。それぞれの例⽰に対応する景観が多かったことや、⼋⼗⼋景では視対象が中⼼だ

ったが、100 景では視点場や季節、時間を含むものが多いことが明らかとなり、活⽤戦略

モデルの成果を把握した。 
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第 5 章：結論 

5-1 本研究のまとめ 
 本研究の総括として第 1 章から第 4 章をまとめる。 

 

 第 1 章では、研究の背景と⽬的、既往研究の整理と論⽂の構成、調査⽅法を記した。 

 第 2 章では、過去に選定された百選の選定⽬的の変遷に着⽬し、その選定⽬的の趣旨と

選定対象となる景観の特徴を把握した。 

 調査の⽅法は、景観に関する⽂献、論⽂のレビューとインターネット検索により、1945

年以降に発表された、〇〇百選、〇〇百景など、名数がつけられたもので、⾵景に関する

選定を⾏う百選を抽出し、96 個を対象として分析した。 

 その結果、1945 年当初は百選の伝統的な役割をふまえた、観光を意識した総合的なもの

だったが、1980 年以降は環境保全や⽂化資産などの保全のための啓蒙、周知を意図して実

施されていることがわかった。また、対象とする景観を種別にみていくと、1980 年代には

⾃然景、⽂化的景観、建築・⼟⽊構造物が出現し、1990 年代には伝統遺産が出現してい

る。また、2003 年の景観法施⾏以降、景観の捉え⽅が⼈々の営み等を含んだ幅広い捉え⽅

へと変化していると考えられる。総合的な（特に景観を区別しない）景観の選定が全くさ

れていないというわけではないが、選定⽬的の変遷に伴い、対象とする景観も保全を意図

したものが⾊濃くなっていることがわかった。ただし、観光の視点が後退していると断⾔

できないため、次章にて選定後の活⽤についてみていった。 

 第 3 章では、百選の募集、選定、選定後の活⽤に着⽬する。そこで、２章で対象とした

百選のうち、応募要項等のデータが残っていると考えられる、10 年以内に選定された 31

個の百選を対象とし、選定後の活⽤について、その実態と課題について調べた。 

 その結果、活⽤されている百選の活⽤⽅法としてはマップ等の作成が多く、選定⽬的は

環境保全や⽂化資産などの保全のための啓蒙、周知と変化しているが、観光の視点が完全

になくなったわけではないということがわかった。また、募集要項に景観を選んだ思いや

エピソードを記⼊する欄があるものや、選定時に区分けして選定されたものを、募集・選

定時に⼯夫しているとし、31 個のうち 14 個を抽出した。そのうち、12 個が実際に活⽤ま

で⾄っていることがわかった。したがって、“選定して終わり”にならないためには、募集

や選定の段階で何らかの⼯夫をすることが重要であるということが考察できる。 

 さらに、募集かつ選定時に活⽤を意識し、実際にマップの作成やツアーの実施等、活⽤

されている百選は 3 つあった。本研究では募集から選定までの⼀連の流れを対象とするた
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め、この 3 つに着⽬した。その中で、当時の担当者と連絡を取ることができた神奈川県藤

沢市と栃⽊県⽇光市に半構造化インタビューを⾏った。 

 その結果、選んだ場所を訪れてもらうためには、⾵景だけではなく、その場所への思い

や体験等のストーリー性が必要だという課題と、シティプロモーションへの活⽤の可能性

が明らかになった。これにより、募集や選定段階から活⽤を意識し、応募者の景観に対す

る思いや体験等のストーリー性のある応募を集めることで選定後の活⽤へと繋がるのでは

ないかと考えた。 

 しかし、過去にこのような百選は選定されておらず検証が難しい。そこで、第４章で

は、景観法施⾏前の平成 13 年に⼋王⼦⼋⼗⼋景を選定している⼋王⼦市にて、市制 100

周年を記念して新たに選定されることとなった⼋王⼦景観 100 選を研究対象とした。研究

⽅法は、百選の募集から選定までの⼀連の流れを対象とし、観光のコンテンツとして百選

と上⼿く連動させるための仕組みについて、実際の 100 選事業として実施された⼋王⼦景

観 100 選に実証実験として組み込んだ。本研究ではこの⼀連の流れを活⽤戦略モデルとす

る。新たに選定する 100 選では、⼋⼗⼋景との違いを出すために応募⽅式に⼯夫が必要で

あり、募集要項に近年の新しい景観概念であるシークエンス景、⽣活景や⼋王⼦の代表的

な景観を⼋王⼦景と名付け、それぞれ応募を誘導する例⽰を⽰した。例⽰を⽰すことで、

景観の名称や景観を選んだ理由にストーリー性を含んだ応募が⾏われることを意図した。

例⽰の効果は⼋王⼦⼋⼗⼋景と⽐較することで検証した。また、応募コメントから⼋王⼦

景、シークエンス景、⽣活景を意識しているものや季節や時間を含むものを抽出した。 

 その結果、⼋⼗⼋景で選定された場所のうち、今回応募のあった場所は 14 ヶ所であ

り、⼋⼗⼋景にはない多くの景観が集まった。また、⼋⼗⼋景ではほとんどが視対象だ

が、100 選では“〇〇からの眺め”のように視点場も多く募集があった。さらに、応募コメ

ントで例⽰を意識していると考えられるものが半数以上抽出できたことから、活⽤戦略モ

デルを元に募集を⾏った効果があることがわかった。 

 第５章では、総括として活⽤するための選定プロセスの可能性と課題を考察した。 

 以上から、活⽤戦略モデルをもとに、景観百選の募集をすることで応募者の景観に対す

る思いや体験等のストーリー性のある応募が増加し、観光コンテンツ等としての活⽤が期

待できることがわかった。 
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5-2 考察と景観百選の活⽤促進に向けた戦略的選定プロセス 
 戦後の成⻑の時代から持続の時代へ、建設と破壊の時代から保全と再⽣の時代へと変わ

っていく中で、景観の捉え⽅も⼈々の営み等を含んだ幅広い捉え⽅へと変化してきてい

る。 景観百選もこのような新たな景観の捉えかたを含んだものへと変化していくべきで

ある。また、景観だけではなく、景観に対する思いや体験等ストーリー性のあるものとす

ることで親しみやすさや、多くの⼈の共感を呼び、活⽤の幅も広がると考えられる。 

 そこで、活⽤戦略モデルを検討し、本研究では⼋王⼦景観百選を研究対象として、活⽤

を想定した応募のテーマと様式、応募ターゲットの想定と連携団体等を活⽤戦略モデルの

中で位置付け、募集を⾏った。また、設定したテーマの応募を誘導する例⽰を⽰した。具

体的な例⽰を⽰すことで、例⽰を意識したものや、景観タイトルや応募コメントにも、そ

の景観に対する思いや意味を含んだストーリー性のある応募が増加した。シークエンス景

についても、組写真での応募は数件しかなかったが、コメントからシークエンス景を意識

していると考えられるものがあったことから、応募コメントの重要性が明らかとなった。 

 ⼀⽅で、ターゲットと連携団体を想定したが、情報公開の限界等の理由等から、うまく

連携できなかったことが今後の課題である。選定前から活⽤を意識して選定された過去の

百選は少ないため、今後新たに選定する百選においては、選定前から選定後の活⽤を意識

し、応募要項の設計を⾏ってほしい。これにより、“選定して終わり”になってしまう百選

は減少するであろう。 

 
図 5-1 ⼋王⼦景観百選 活⽤戦略モデルのまとめ 

市内の大学
小津町会
北野台自治会

高尾山口観光案内所
観光・まちなか案内所
八王子インフォメーションセンター

外国人留学生 観光客まちづくり組織ターゲット限定

連携団体

市民・学生

ターゲット限定なし

首都大・法政大・工学院大
帝京大・長池公園
みちの駅八王子滝山
Mt.takao 等

活用方法の想定 シティプロモーション 観光ルートの作成景観・まちづくり

応募の
テーマと様式

八王子景
外国人に伝えたい八王子

様式：写真＋コメント

シークエンス景
訪れて見つけた
八王子の魅力

様式：組写真＋コメント

生活景
次世代に残したい
八王子の日常的な風景

様式：写真＋コメント

応募数が少なかった

応募はあったが情報公開の限界で分析はできなかった

募集ができなかった

赤字 テーマを設定しコメントも募集することで求めたい景観の応募が増加

八王子のニーズ 八王子らしさのPR まち歩きやバスツアーの開催まちのイメージアップ エリアマネジメント

今
後
の
課
題
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5-3 選定評価の課題 
 本研究の成果から、百選に募集のあった景観について、どのようなものを百選として選

定するのか、選定評価の課題について次の 3 点を挙げたい。 

 

(1) ⼋王⼦らしいという視点を持つものでも、良い景⾊として評価できるかどうかは議論の

余地があるものもあるということ。 

 

(2) 同じ場所でも異なる景観の応募があるため、特定の場所、施設やその周辺の景観など、

景観のまとめ⽅の⼯夫が必要であるということ。 

 

(3) 既に⼋王⼦の資源として多くの⼈に知られている景観と、市⺠も知らないような景観等

に対する評価は区別するべきではないかということ。 

 

 景観百選は古くから多くの⼈に親しまれてきたが、時代の流れとともにその⽬的は

⼤きく変化してきた。今後も時代の流れに伴い、景観百選は変化していくものであ

る。今回発⾒された特徴に加え、新たな特徴が⽣まれることは⼗分に考えられる。そ

の将来性に⼤いに期待したい。 
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巻末資料 
図 4- 7 みどり・公園の景⽐較 

図 4-8 ⽔辺の景⽐較 

八王子八十八景選定場所 八王子景観100選応募場所

みどり・公園の景
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水辺の景
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図 4-9 歴史・⽂化の景⽐較 

図 4-10 観光・⽂化の景⽐較 

歴史・文化の景

八王子八十八景選定場所 八王子景観100選応募場所

�����

観光・文化
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図 4- 11 建築物の景⽐較 

 

図 4-12 みち・まちかどの景⽐較 

建築物の景
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⼋王⼦⼋⼗⼋景 応募⽤紙 
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⼋王⼦⼋⼗⼋景 候補地展⽰・投票ポスター  
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 ⼋王⼦景観100選 テーマ型募集案 
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⼋王⼦景観 100 選 募集要項 
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⼋王⼦景観 100 選 川原研版募集要項 
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川原研版 ⼋王⼦景観百選応募フォーム 
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表 4-2 川原研究室としての周知 

表 4-3 例⽰を意識したと思われる応募の抽出 

表 4-4 景観要素を含んだ応募の抽出 

表４-5 みち・まちかどの景応募写真 

表 4-6 建築物の景応募写真 

表 4-7 観光・⽂化の景応募写真 

表 4-8 歴史・⽂化の景応募写真 

表 4-9 歴史・⽂化の景応募写真 

表 4-10 ⽔辺の景応募写真 

表 4-11 みどり・公園の景応募写真 

 

第５章 図 
図 5-1 ⼋王⼦景観百選 活⽤戦略モデルのまとめ 

 

 


